
○補聴器条件を付された聴覚障害者等に対する臨時適性検査及び聴覚障害がある特定失

効者等に係る適性試験の実施要領について

平成29年６月22日

道本運試第889号

／各方面本部交通課長／宛て

この度、別添のとおり「補聴器条件を付された聴覚障害者等に対する臨時適性検査及び聴覚

障害がある特定失効者等に係る適性試験の実施要領」を定め、平成29年７月１日から運用する

こととしたので、所属職員に周知徹底を図り事務処理上誤りのないようにされたい。

別添

補聴器条件を付された聴覚障害者等に対する臨時適性検査及び聴覚障害がある特定失効者等

に係る適性試験の実施要領

１ 聴覚障害者等に対する臨時適性検査

⑴ 道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という ）第23条第。

１項の表中聴力の項第１号に定める基準以上に補う補聴器を使用すべきこととする条件

（以下「補聴器条件」という ）を付された者で、補聴器を使用することなく、施行規則。

第23条第１項の表中聴力の項第２号に規定する特定後写鏡等（以下「特定後写鏡等」とい

う ）を使用し、準中型自動車（以下「準中型車」という ）又は普通自動車（以下「普。 。

通車」という ）の運転を希望する者又は補聴器条件が付されていない者（以下「聴覚障。

害者等」という ）から道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」という ）第102。 。

条第５項及び道路交通法施行令（昭和35年政令第270号）第37条の７第１項第１号の規定

により、施行規則第29条の３第４項において準用する同規則第23条第１項の表中聴力の項

第２号についての適性検査（以下「聴覚障害者等に対する臨時適性検査」という ）を受。

けたい旨の申出を受けた場合は、別表第１の聴覚障害者等に対する臨時適性検査の実施要

領により、検査対象者に運転免許試験場の技能試験コース等を運転走行させ、特定後写鏡

等を適切に活用することにより安全な運転に支障を及ぼすおそれがないことを確認するこ

と。

⑵ 聴覚障害者等に対する臨時適性検査は、施行規則第24条第８項に規定する警察職員に行

わせ、別表第２の臨時適性検査判定表の確認の基準に記載された４つの基準を全て確認で

きた場合に、適性が確認されたものとすること。

⑶ 聴覚障害者等に対する臨時適性検査を行う場合は、検査対象者に適当な距離のならし走

行を行わせること。

（ 「 」 。） 、⑷ 警察本部運転免許試験課長及び方面本部交通課長 以下 本部主管課長 という は

聴覚障害者等に対する臨時適性検査を行い適性が確認された者に対し別表第３の聴覚障害

者等に対する安全教育の実施要領に基づく安全教育（以下「安全教育」という ）を行う。

こと。

⑸ 安全教育のうち、交通の状況を聴覚により認知することができない状態でする運転に係

る危険を予測した運転に必要な技能の指導は同技能を有する警察本部運転免許試験課又は

方面本部交通課（以下「本部主管課」という ）の職員に、また、交通の状況を聴覚によ。

り認知することができない状態でする運転に係る危険を予測した運転に必要な知識の指導



は同知識を有する本部主管課の職員に行わせること。

⑹ 聴覚障害者等に対する臨時適性検査を行い適性が確認され安全教育を受けた者に対して

は、次の各事項に掲げる聴覚障害者等の区分に応じ、それぞれ当該各事項に定める条件を

免許に付すこと。

ア 補聴器条件を付されている者

補聴器を使用しないときは特定後写鏡等を使用し、かつ、法第71条の６に規定する標

識を施行規則第９条の６に規定する方法で表示した準中型車又は普通車とする条件

イ 補聴器条件が付されていない者

特定後写鏡等を使用すべきこととする条件

⑺ 聴覚障害者等に対する臨時適性検査及び安全教育に使用する車両

ア 準中型車の運転に係る臨時適性検査

検査車両は準中型車を使用し、特定後写鏡等を使用することとする。特定後写鏡等に

ついてはサイドミラーに取り付ける補助ミラー（以下「補助ミラー」という ）を使用。

すること。

なお、聴覚障害者等に対する臨時適性検査及び安全教育を受けようとする者が、施行

規則第24条第６項ただし書きに該当する者のため本人の所有する自動車による受検等を

希望する場合には、その自動車の構造に応じたワイドミラー、補助ミラー又は道路運送

車両の保安基準第２条第２項に規定する後方等確認装置（以下「後方等確認装置」とい

う ）を使用すること。。

イ 普通車の運転に係る臨時適性検査

検査車両は普通車を使用し、特定後写鏡等を使用することとする。特定後写鏡等につ

いては車室内においてワイドミラーを使用すること。

２ 聴覚障害者等に対する臨時適性検査の実施手順

⑴ 臨時適性検査の通知

ア 補聴器条件を付されている者等に対する臨時適性検査は、法第102条第５項の規定に

基づく臨時適性検査であることから、被検査者に対する通知は、原則、道路交通法施行

細則（昭和47年道公安員会規則第11号）第23条第２項の規定に基づき臨時適性検査通知

書（別紙１。以下「通知書」という ）によらなければならないが、当該臨時適性検査。

の性格上、被検査者に不利益を課すものではないことから、通知書によることなく口頭

で通知することができるものとする。ただし、あらかじめ臨時適性検査を行う期日を指

定する場合は、努めて通知書により通知するものとする。

イ 通知の方法等

臨時適性検査の通知をしたときは、聴覚障害者等に対する臨時適性検査通知簿（別記

第１号様式）により通知状況を明らかにしておくこと。

⑵ 検査対象者（補聴器条件を付されている者等）への対応

検査対象者に臨時適性検査等申請書（別記第２号様式）を作成、提出させ、同申請書の

臨時適性検査等結果欄に聴覚障害者等に対する臨時適性検査通知簿の番号を記載するこ

と。

⑶ 臨時適性検査の実施

ア 実施内容



別表第１の聴覚障害者等に対する臨時適性検査の実施要領に基づき、検査対象者の条

件に応じ 「臨時適性検査実施にあたって （別紙２から別紙７）を参考として臨時適、 」

性検査を実施すること。

イ 臨時適性検査の判定

別表第２の臨時適性検査判定表を活用し、４つの「確認の基準」が走行中に確認でき

た場合は、判定欄に「○」を記載し、全て確認できた場合に臨時適性検査の基準に達し

たこととする。

⑷ 安全教育の実施

臨時適性検査の基準に達したことを確認できた者に対し、別表第３の聴覚障害者等に対

する安全教育の実施要領に基づき、検査対象者の条件に応じ 「臨時適性検査実施にあた、

って （別紙２から別紙７）を参考として安全教育を実施すること。」

⑸ 臨時適性検査により適性が確認され安全教育を受けた者に対する措置

ア 聴覚障害者等に対する臨時適性検査等実施状況報告書の作成

（ ） 、聴覚障害者等に対する臨時適性検査等実施状況報告書 別記第３号様式 を作成の上

別表第２臨時適性検査判定表を添付し、経過及び結果を明らかにしておくこと。

イ 条件の付与

(ｱ) 補聴器条件を付されている者

「補聴器（使用しない場合は特定後写鏡等で聴覚障害者標識を付けた重被牽引車を

牽引しない普通車に限る（旅客車を除く （コード401 「補聴器（使用しない場））」 ）、

（ ）合は特定後写鏡等で聴覚障害者標識を付けた重被牽引車を牽引しない準中型車 ５ｔ

と普通車に限る（旅客車を除く （コード403）及び「補聴器（使用しない場合は））」

特定後写鏡等で聴覚障害者標識を付けた重被牽引車を牽引しない準中型車と普通車に

限る（旅客車を除く （コード404）の条件を付すものとする。））」

(ｲ) その他の者

運転免許に補聴器条件を付されている者以外の者であって、聴力の低下等の理由か

ら施行規則第23条第１項の表聴力の項第２号に該当する者は 「特定後写鏡等 （コ、 」

ード402）の条件を付すものとする。

⑹ その他

臨時適性検査の結果、付すべき条件を免許証に記載して登録するほか、その旨を「審査

等申請処理簿」に記載しておくこと。

３ 聴覚障害がある特定失効者等に係る適性試験の実施手順

⑴ 対象となる特定失効者等

適性試験において、中途失聴等により10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が

聞こえない者（補聴器条件が付されていた者を含む ）で以下に該当する者。

ア 特定失効者（法第97条の２第１項第３号に該当する者）

イ ６か月超１年以内の失効者（法第97条の２第１項第４号に該当する者）

ウ 特定取消処分者（法第97条の２第１項第５号に該当する者）

⑵ 対象者への対応

ア ⑴の特定失効者等に対しては、聴覚障害者等に対する臨時適性検査及び安全教育に準

じた適性試験を実施するものとする。



イ 適性試験対象者に臨時適性検査等申請書を作成、提出させ、同申請書の臨時適性試験

等結果欄に、特定失効者等に係る適性試験実施簿（別記第４号様式）に基づき一連番号

を付すこと。

ウ 適性試験の実施に当たっては、対象者別に、準中型及び普通免許に係る適性試験実施

票（別記第５号様式）又は仮免許に係る適性試験実施票（別記第６号様式）を作成する

こと。

なお、実施に当たっては、最初に対象者の聴力の適性を確認すること。

エ 適性試験に当たっては、検査対象者の条件別に臨時適性検査実施にあたって（別紙５

から別紙７）を参考とすること。

⑶ 臨時適性検査に準じた「実技による確認」の実施

ア 実施内容

別表第１の聴覚障害者等に対する臨時適性検査の実施要領に準じて行うものとする。

イ 臨時適性検査に準じた「実技による確認」の判定

準中型及び普通免許に係る適性試験実施票又は仮免許に係る適性試験実施票の４つの

「確認の基準」が走行中に確認できた場合は、判定欄に「○」を記載し、全て確認でき

た場合に臨時適性検査に準じた「実技による確認」の基準に達したこととする。

⑷ 安全教育の実施（仮免許を除く ）。

「 」 、臨時適性検査に準じた 実技による確認 の基準に達したことの確認ができた者に対し

別表第３の聴覚障害者等に対する安全教育の実施要領に準じて行うものとする。

４ 適性試験等を受けた者に対する措置

⑴ 適性試験等結果の作成

臨時適性検査等申請書の下欄にある臨時適性検査等結果に必要事項を記載して、申請に

対する結果及び措置状況を明らかにしておくこと。

⑵ 条件の付与

聴力の低下等の理由から施行規則第23条第１項の表聴力の項第２号に該当する者は 特、「

定後写鏡等 （コード402）の条件を付すものとする。」



別表第１（１の⑴、２の⑶のア、３の⑶のアの事項関係）

聴覚障害者等に対する臨時適性検査の実施要領

１ 準中型自動車の運転に係る臨時適性検査

確認項目 確認項目の細目 確認の基準 確認の方法

特定後写鏡 １ 受検者が運転 １ 後方から進行して 受検者に特定後写鏡等を装

等を適切に活 する準中型自動 くる自動車等の有無 着した準中型自動車を公安委

用することに 車の進路と同一 を特定後写鏡等を使 員会の管理する運転免許試験

より安全な運 の進路を後方か 用して適切に確認す 場等の試験コースにおいて走

転に支障を及 ら進行してくる ることができるこ 行させ、１回以上進路変更を

ぼすおそれが 自動車等を確認 と。 行うなどさせることにより、

ないこと。 することができ ２ 特定後写鏡等に気 目視による特定後写鏡等の活

ること。 を奪われ、前方の安 用状況を確認すること。

全確認を怠らないこ

と。

２ 進路を運転者 １ 進路を運転者席の

席の反対側に変 反対側に変更しよう

更しようとする とする場合に、その

場合に、その変 変更した後の進路と

更した後の進路 同一の進路を後方か

と同一の進路を ら進行してくる自動

後方から進行し 車等の有無を特定後

てくる自動車等 写鏡等を使用して適

を確認すること 切に確認することが

ができること。 できること。

２ 特定後写鏡等に気

を奪われ、前方の安

全確認を怠らないこ

と。

２ 普通自動車の運転に係る臨時適性検査

確認項目 確認項目の細目 確認の基準 確認の方法

特定後写鏡 １ 受検者が運転 １ 後方から進行して 受検者に特定後写鏡等を装

等を適切に活 する普通自動車 くる自動車等の有無 着した普通自動車を公安委員

用することに の進路と同一の を特定後写鏡等を使 会の管理する運転免許試験場



より安全な運 進路を後方から 用して適切に確認す 等の試験コースにおいて走行

転に支障を及 進行してくる自 ることができるこ させ、１回以上進路変更を行

ぼすおそれが 動車等を確認す と。 うなどさせることにより、目

ないこと。 ることができる ２ 特定後写鏡等に気 視による特定後写鏡等の活用

こと。 を奪われ、前方の安 状況を確認すること。

全確認を怠らないこ

と。

２ 進路を運転者 １ 進路を運転者席の

席の反対側に変 反対側に変更しよう

更しようとする とする場合に、その

場合に、その変 変更した後の進路と

更した後の進路 同一の進路を後方か

と同一の進路を ら進行してくる自動

後方から進行し 車等の有無を特定後

てくる自動車等 写鏡等を使用して適

を確認すること 切に確認することが

ができること。 できること。

２ 特定後写鏡等に気

を奪われ、前方の安

全確認を怠らないこ

と。

注 適性検査中は、補聴器を使用させないこと。



別表第２（１の⑵、２の⑶のイ、２の⑸のアの事項関係）

臨時適性検査判定表

確認項目の細目 確認の基準 判 定

１ 受検者が運転する １ 後方から進行してくる自動車等の有無

準中型自動車又は普 を特定後写鏡等を使用して適切に確認す

通自動車の進路と同 ることができること。

一の進路を後方から

進行してくる自動車 ２ 特定後写鏡等に気を奪われ、前方の安

等を確認することが 全確認を怠らないこと。

できること。

２ 進路を運転者席の １ 進路を運転席の反対側に変更しようと

反対側に変更しよう する場合にその変更した後の進路と同一

とする場合にその変 の進路を後方から進行してくる自動車等

更した後の進路と同 の有無を特定後写鏡等を使用して適切に

一の進路を後方から 確認することができること。

進行してくる自動車

等を確認することが ２ 特定後写鏡等に気を奪われ、前方の安

できること。 全確認を怠らないこと。

注 基準を確認した場合は判定欄に「○」を記載すること。



別表第３（１の⑷、２の⑷、３の⑷の事項関係）

聴覚障害者等に対する安全教育の実施要領

１ 準中型自動車の運転に係る安全教育

指導項目 指導項目の細目 指導内容 指導要領

１ 交通の状況 １ 狭い道路から １ 狭い道路から １ 受検者に補聴器を使用させ

を聴覚により 広い道路に前進 広い道路に前進 て差し支えない。ただし、指

認知すること 及び後退し、又 及び後退すると 導内容の欄中２を指導すると

ができない状 は道路外から道 きにおける当該 きは、受検者に補聴器を使用

態でする運転 路に前進及び後 広い道路又は道 させないこと。

に係る危険を 退するときにお 路外から道路に ２ 公安委員会が管理する運転

予測した運転 ける危険を予測 前進及び後退す 免許試験場等の試験コースに

に必要な技能 した運転に必要 るときにおける おいて行うこと。

な技能 当該道路を通行 ３ 狭い道路から広い道路に前

する他の車両 進し、又は道路外から道路に

（この項におい 前進するときにおける危険を

て単に「他の車 予測した運転については、普

両」という ） 通自動車を使用すること。。

からの見え方を ４ 狭い道路から広い道路に後

意識した前進及 退し、又は道路外から道路に

び後退の仕方 後退するときにおける危険を

２ 後退時におい 予測した運転については、準

て外輪差のため 中型自動車又は普通自動車を

縁石等に接触し 使用すること。

たことを認知す ５ 他の車両を模した自動車そ

、る方法 の他の物を設置するとともに

他の車両を確認しにくくする

遮蔽物をコーナー等に設置し

て行うこと。

６ 自車を徐々に前進させるこ

とにより他の車両に自車を確

認させる前進の仕方を身につ

けさせること。

７ 他の車両を模した自動車そ

の他の物を確認できるまで前

進させた後、降車させ、自車

が進入する道路にどの程度進

入しているかを確認させるこ

と。

８ 自車を徐々に後退させるこ



とにより他の車両に自車を確

認させる後退の仕方を身に付

けさせること。

９ 他の車両を模した自動車そ

の他の物を確認できるまで後

退させた後、降車させ、自車

が進入する道路にどの程度進

入しているかを確認させるこ

と。

10 後退時において外輪差が生

じることを理解させるととも

に、後退中に、縁石又はパイ

ロン等に接触させ、振動によ

り縁石又はパイロン等に接触

したことを認知する方法を身

につけさせること。パイロン

等を用いる場合は、パイロン

その他の物に接触したことを

認知させるために必要な物で

あって接触した場合でも安全

な物を用いること。

11 狭い道路から広い道路への

後退については、その危険性

を理解させ、これを可能な限

。り行わないよう指導すること

２ 警笛鳴らせ １ 警音器の適切 １ 受検者に補聴器を使用させ「 」

又は 警笛区間 な吹鳴方法 て差し支えない。ただし、指「 」

を表示する規制 ２ 警笛鳴らせ 導内容の欄中１を指導すると「 」

標識が設置され 又は 警笛区間 きは、受検者に補聴器を使用「 」

ている道路を通 を表示する規制 させないこと。

行するときにお 標識が設置され ２ 公安委員会が管理する運転

ける危険を予測 ている道路を通 免許試験場等の試験コースに

した運転に必要 行する他の車両 おいて行うこと。

な技能 が自車の進路に ３ 準中型自動車又は普通自動

進入してきた場 車を使用すること。

合における危険 ４ 停車中に、警音器を吹鳴さ

を回避できる走 せ、適切な音量及び吹鳴する

行の仕方 長さを身に付けさせること。

５ 対向車を模したパイロン等

をカーブ部分に、また、これ



を確認しにくくする遮蔽物を

カーブ部分の内側に接して設

置して行うこと。

６ 警音器を適切に吹鳴するこ

とにより対向車に自車を確認

させる走行の仕方を身につけ

させること。

７ 徐行することにより対向車

が自車の進路に進入してきた

場合における危険を回避する

ことができる走行の仕方を身

につけさせること。

２ 交通の状況 １ 交通の状況を １ 踏切を通過し １ 教本、視聴覚教材等必要な

を聴覚により 聴覚により認知 ようとするとき 教材を用いて行うこと。

認知すること することができ において列車が ２ 受検者による準中型自動車

ができない状 ない状態でする 接近してきたこ 及び普通自動車の実際の走行

態でする運転 運転に係る危険 とを周囲の交通 状況等を踏まえて指導するこ

に係る危険を がある場合にお の状況から認知 と。

予測した運転 いて当該危険を する方法 ３ 列車が接近してきたときに

に必要な知識 周囲の交通の状 起こることが考えられる周囲

況から視覚によ の車両及び歩行者の交通の状

り認知する方法 況を理解させること。

２ 緊急自動車が １ 教本、視聴覚教材等必要な

接近してきたこ 教材を用いて行うこと。

とを周囲の交通 ２ 受検者による準中型自動車

の状況から視覚 及び普通自動車の実際の走行

により認知する 状況等を踏まえて指導するこ

方法 と。

３ 緊急自動車が接近してきた

ときに起こることが考えられ

る周囲の車両及び歩行者の交

通の状況を理解させること。

２ その他交通の １ その他交通の １ 教本、視聴覚教材等必要な

状況を聴覚によ 状況を聴覚によ 教材を用いて行うこと。

り認知すること り認知すること ２ 受検者による準中型自動車

ができない状態 ができない状態 及び普通自動車の実際の走行

。でする運転に係 でする運転に係 状況を踏まえて指導すること

る危険を予測し る危険があるお ３ 補聴器を使用せずに運転す



た運転に必要な それがある交通 る場合に危険を感じる場面へ

知識 の状況及び当該 の対処に関し質疑応答を行う

状況における安 とともに、今後、運転を実際

、全な運転の方法 に行い気付いた事項について

。警察への連絡を依頼すること

２ 補聴器を使用 教本、視聴覚教材等必要な教

せずに運転する 材を用いて行うこと。

場合に遵守すべ

き事項（特定後

写鏡等（ワイド

ミラー、補助ミ

ラー及び後方等

確認装置）の意

義及び活用方法

並びに聴覚障害

者標識の意義）

２ 普通自動車の運転に係る安全教育

指導項目 指導項目の細目 指導内容 指導要領

１ 交通の状況 １ 狭い道路から １ 狭い道路から １ 受検者に補聴器を使用させ

を聴覚により 広い道路に前進 広い道路に前進 て差し支えない。ただし、指

認知すること 及び後退し、又 及び後退すると 導内容の欄中２を指導すると

ができない状 は道路外から道 きにおける当該 きは、受検者に補聴器を使用

態でする運転 路に前進及び後 広い道路又は道 させないこと。

に係る危険を 退するときにお 路外から道路に ２ 公安委員会が管理する運転

予測した運転 ける危険を予測 前進及び後退す 免許試験場等の試験コースに

に必要な技能 した運転に必要 るときにおける おいて行うこと。

。な技能 他の車両からの ３ 普通自動車を使用すること

見え方を意識し ４ 他の車両を模した自動車そ

、た前進及び後退 の他の物を設置するとともに

の仕方 他の車両を確認しにくくする

２ 後退時におい 遮蔽物をコーナー等に設置し

て外輪差のため て行うこと。

縁石等に接触し ５ 自車を徐々に前進させるこ

たことを認知す とにより他の車両に自車を確

る方法 認させる前進の仕方を身につ

けさせること。



６ 他の車両を模した自動車そ

の他の物を確認できるまで前

進させた後、降車させ、自車

が進入する道路にどの程度進

入しているかを確認させるこ

と。

７ 自車を徐々に後退させるこ

とにより他の車両に自車を確

認させる後退の仕方を身につ

けさせること。

８ 他の車両を模した自動車そ

の他の物を確認できるまで後

退させた後、降車させ、自車

が進入する道路にどの程度進

入しているかを確認させるこ

と。

９ 後退時において外輪差が生

じることを理解させるととも

に、後退中に、縁石又はパイ

ロン等に接触させ、振動によ

り縁石又はパイロン等に接触

したことを認知する方法を身

につけさせること。パイロン

等を用いる場合は、パイロン

その他の物に接触したことを

認知させるために必要な物で

あって接触した場合でも安全

な物を用いること。

10 狭い道路から広い道路への

後退については、その危険性

を理解させ、これを可能な限

。り行わないよう指導すること

２ 警笛鳴らせ １ 警音器の適切 １ 受検者に補聴器を使用させ「 」

又は 警笛区間 な吹鳴方法 て差し支えない。ただし、指「 」

を表示する規制 ２ 警笛鳴らせ 導内容の欄中１を指導すると「 」

標識が設置され 又は 警笛区間 きは、受検者に補聴器を使用「 」

ている道路を通 を表示する規制 させないこと。

行するときにお 標識が設置され ２ 公安委員会が管理する運転

ける危険を予測 ている道路を通 免許試験場等の試験コースに

した運転に必要 行する他の車両 おいて行うこと。



。な技能 が自車の進路に ３ 普通自動車を使用すること

進入してきた場 ４ 停車中に、警音器を吹鳴さ

合における危険 せ、適切な音量及び吹鳴する

を回避できる走 長さを身に付けさせること。

行の仕方 ５ 対向車を模したパイロン等

をカーブ部分に、また、これ

を確認しにくくする遮蔽物を

カーブ部分の内側に接して設

置して行うこと。

６ 警音器を適切に吹鳴するこ

とにより対向車に自車を確認

させる走行の仕方を身につけ

させること。

７ 徐行することにより対向車

が自車の進路に進入してきた

場合における危険を回避する

ことができる走行の仕方を身

につけさせること。

２ 交通の状況 １ 交通の状況を １ 踏切を通過し １ 教本、視聴覚教材等必要な

を聴覚により 聴覚により認知 ようとするとき 教材を用いて行うこと。

認知すること することができ において列車が ２ 受検者による普通自動車の

ができない状 ない状態でする 接近してきたこ 実際の走行状況等を踏まえて

態でする運転 運転に係る危険 とを周囲の交通 指導すること。

に係る危険を がある場合にお の状況から認知 ３ 列車が接近してきたときに

予測した運転 いて当該危険を する方法 起こることが考えられる周囲

に必要な知識 周囲の交通の状 の車両及び歩行者の交通の状

況から視覚によ 況を理解させること。

り認知する方法

２ 緊急自動車が １ 教本、視聴覚教材等必要な

接近してきたこ 教材を用いて行うこと。

とを周囲の交通 ２ 受検者による普通自動車の

の状況から視覚 実際の走行状況等を踏まえて

により認知する 指導すること。

方法 ３ 緊急自動車が接近してきた

ときに起こることが考えられ

る周囲の車両及び歩行者の交

通の状況を理解させること。

２ その他交通の １ その他交通の １ 教本、視聴覚教材等必要な

状況を聴覚によ 状況を聴覚によ 教材を用いて行うこと。



り認知すること り認知すること ２ 受検者による普通自動車の

ができない状態 ができない状態 実際の走行状況を踏まえて指

でする運転に係 でする運転に係 導すること。

る危険を予測し る危険があるお ３ 補聴器を使用せずに運転す

た運転に必要な それがある交通 る場合に危険を感じる場面へ

知識 の状況及び当該 の対処に関し質疑応答を行う

状況における安 とともに、今後、運転を実際

、全な運転の方法 に行い気付いた事項について

。警察への連絡を依頼すること

２ 補聴器を使用 教本、視聴覚教材等必要な教

せずに運転する 材を用いて行うこと。

場合に遵守すべ

き事項（特定後

写鏡等（ワイド

ミラー、補助ミ

ラー及び後方等

確認装置）の意

義及び活用方法

並びに聴覚障害

者標識の意義）



別記第１号様式（２の⑴のイの事項関係）

聴覚障害者等に対する臨時適性検査通知簿

年

検 査 対 象 者 者 （ 申 出 者 ） 備 考
番 号 検査の実施（指定）日時

聴臨 判 定 結 果（ ）

年 月 日
住 所

午 時 分

氏 名

生年月日 年 月 日 臨時適性検査等結果のとおり

連 絡 先

年 月 日
住 所

午 時 分

氏 名

生年月日 年 月 日 臨時適性検査等結果のとおり

連 絡 先

年 月 日
住 所

午 時 分

氏 名

生年月日 年 月 日 臨時適性検査等結果のとおり

連 絡 先

年 月 日
住 所

午 時 分

氏 名

生年月日 年 月 日 臨時適性検査等結果のとおり

連 絡 先

年 月 日
住 所

午 時 分

氏 名

生年月日 年 月 日 臨時適性検査等結果のとおり

連 絡 先

年 月 日
住 所

午 時 分

氏 名

生年月日 年 月 日 臨時適性検査等結果のとおり

連 絡 先

年 月 日
住 所

午 時 分

氏 名

生年月日 年 月 日 臨時適性検査等結果のとおり

連 絡 先

65 50 270 臨時適性検査関係簿 長期



別記第２号様式（２の⑵、３の⑵のイの事項関係）

臨時適性検査等申請書
り ん じ て き せ い け ん さ し ん せ い し ょ

年 月 日
ねん がつ にち

公 安 委 員 会 殿
こう あん い いん かい どの

昭・平 年 月 日生氏名・生年月日
し め い せいねんがっぴ しょう へい ねん がつ にちうまれ

住 所
じゅう しょ

１ 補聴器（使用しない場合は特定後写鏡で聴覚障害者標識を付
受けようとする条 件
う じょうけん

ほちょうき し よ う ば あ い とくていこうしゃきょう ちょうかくしょうがいしゃひょうしき つ

けた重被牽引車を牽引しない普通車に限る）
じゅうひけんいんしゃ けんいん ふつうしゃ かぎ

２ 特定後写鏡等
（番号を○で囲む）

ばんごう かこ
とくていこうしゃきょうなど

公安委員会 年 月 日まで有効交付公安委員会
こう ふ こうあん い いんかい こうあんいいんかい ねん がつ にち ゆうこう

年 月 日交付
現

交付年月日・番 号
こうふねんがっぴ ばんごう ねん がつ にちこ う ふ

に

免 許 証 番 号
めんきょしょうばんごう

受

年 月 日
け 第

二･小･原
ねん がつ にち

一免
種て 許

年 月 日
年 免

その他
ねん がつ にち

許い 月
日

る 第二種免許 年 月 日
だいにしゅめんきょ ねん がつ にち

けん免 大 中 準 普 大 大 普 小 原 け 大 中 普 大免 許 の 種 類
めんきょ しゅるい

中 自 自 ん 型 型 通 特 引
許 型 型 型 通 特 二 二 特 付 引 二 二 二 二 二（○で囲む）

かこ

免 許 の 条 件
めんきょ じょうけん

※ 上の太枠内のみ記載してください。
う え ふ と わ く な い き さ い

（ （聴臨）第 － 号）臨時適性検査等結果

印実施年月日 年 月 日 実 施 者 運転免許試験場 ○

実 施 結 果 適 ・ 否 （別表２臨時適性検査判定表記載のとおり）

印安 全 教 育 年 月 日 運転免許試験場 係 ○

１ 補聴器（使用しない場合は特定後写鏡で聴覚障害者標識を付けた重被牽引
与える条件

車を牽引しない普通車に限る）
（○印）

２ 特定後写鏡等



別記第３号様式（２の⑸のアの事項関係）

年 月 日

殿

所属
印階級（職名） ○

聴覚障害者等に対する臨時適性検査等実施状況報告書
臨時適性検査等を実施した状況は下記のとおりであるから報告する。

□ 臨時適性検査
実 施 区 分 □ 特定失効者に対する適性試験

時 分から
実 施 年 月 日 時 年 月 日

時 分まで

実 施 場 所

住 所
連 絡 先 自宅・携帯

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ 男
氏 名 女
生年月日 年 月 日（ 歳）検 査 対 象 者

（ ）勤 務 先 電話

免許種別 有効期限 年 月 日

免許条件

検 査 結 果 臨時適性検査判定表のとおり

付 与 す る 条 件

検査結果を踏まえ 臨時適性検査判定表のとおり
た判断

実 施 の 経 過 等

参 考 事 項

65 50 270 臨時適性検査関係簿 長期

注１ □には該当事項にレ印を付すこと。
２ 規格は、Ａ列４番縦長とする。



別記第４号様式（３の⑵のイの事項関係）

特定失効者等に係る適性試験実施簿

年

検 査 対 象 者 者 （ 申 出 者 ） 備 考
番 号 検査の実施（指定）日時

聴臨 判 定 結 果（ ）

年 月 日
住 所

午 時 分

氏 名

生年月日 年 月 日

連 絡 先

年 月 日
住 所

午 時 分

氏 名

生年月日 年 月 日

連 絡 先

年 月 日
住 所

午 時 分

氏 名

生年月日 年 月 日

連 絡 先

年 月 日
住 所

午 時 分

氏 名

生年月日 年 月 日

連 絡 先

年 月 日
住 所

午 時 分

氏 名

生年月日 年 月 日

連 絡 先

年 月 日
住 所

午 時 分

氏 名

生年月日 年 月 日

連 絡 先

年 月 日
住 所

午 時 分

氏 名

生年月日 年 月 日

連 絡 先
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別記第５号様式（３の⑵のウの事項関係）

準中型及び普通免許に係る適性試験実施票
１ 実施対象者

住所

氏名 昭和・平成 年 月 生（ 歳）

２ 適性試験（聴力）の実施
⑴ 実施日時

年 月 日午 時 分から午 時 分までの間
⑵ 実施場所、実施者

印運転免許試験場 係 ○
⑶ 実施結果（否の場合は３以下を実施する）

項 目 判 定

道路交通法施行規則第23条第１項の表聴力の項第１号の基準
に達している（10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が 適 ・ 否
聞こえる（補聴器により補われた聴力含む 。。）。）

３ 臨時適性検査に準じた「実技による確認」の実施
⑴ 実施日時

年 月 日午前・後 時 分から午前・後 時 分までの間
⑵ 臨時適性検査に準じた「実技による確認」判定表

確認項目の細則 確 認 の 基 準 判 定

１ 受検者が運転する １ 後方から進行してくる自動車等の有無を特定
準中型自動車又は普 後写鏡等を使用して適切に確認することができ
通自動車の進路と同 ること。
一の進路を後方から
進行してくる自動車 ２ 特定後写鏡等に気を奪われ、前方の安全確認
等を確認することが を怠らないこと。
できること。

２ 進路を運転者席の １ 進路を運転者席の反対側に変更しようとする
反対側に変更しよう 場合にその変更した後の進路と同一の進路を後
とする場合にその変 方から進行してくる自動車等の有無を特定後写
更した後の進路と同 鏡等を使用して適切に確認することができるこ
一の進路を後方から と。
進行してくる自動車
等を確認することが ２ 特定後写鏡等に気を奪われ、前方の安全確認
できること。 を怠らないこと。

⑶ 実施結果

項 目 判 定

道路交通法施行規則第23条１項の表の聴力の項第２号の基準

適 ・ 否に達している（10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が
聞こえるものではないが、特定後写鏡等の条件を付すことによ
り安全な運転に支障を及ぼすおそれがない 。。）

⑷ 適性試験の聴力の項により免許証に付すべき条件
特定後写鏡等

⑸ 適性試験の結果確認者
印運転免許試験場 係 ○

４ 安全教育の実施
⑴ 実施日時

年 月 日午 時 分から午 時 分までの間
⑵ 実施場所、実施者

印運転免許試験場 係 ○

65 50 270 臨時適性検査関係簿 長期



別記第６号様式（３の⑵のウの事項関係）

仮免許に係る適性試験実施票
１ 実施対象者

住所

氏名 昭和・平成 年 月 生（ 歳）

２ 適性試験（聴力）の実施
⑴ 実施日時

年 月 日午 時 分から午 時 分までの間
⑵ 実施場所、実施者

印運転免許試験場 係 ○
⑶ 実施結果（否の場合は３以下を実施する）

項 目 判 定

道路交通法施行規則第23条第１項の表聴力の項第１号の基準
に達している（10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が 適 ・ 否
聞こえる（補聴器により補われた聴力含む 。。）。）

３ 臨時適性検査に準じた「実技による確認」の実施
⑴ 実施日時

年 月 日午前・後 時 分から午前・後 時 分までの間
⑵ 臨時適性検査に準じた「実技による確認」判定表

確認項目の細則 確 認 の 基 準 判 定

１ 受検者が運転する １ 後方から進行してくる自動車等の有無を特定
準中型自動車又は普 後写鏡等を使用して適切に確認することができ
通自動車の進路と同 ること。
一の進路を後方から
進行してくる自動車 ２ 特定後写鏡等に気を奪われ、前方の安全確認
等を確認することが を怠らないこと。
できること。

２ 進路を運転者席の １ 進路を運転者席の反対側に変更しようとする
反対側に変更しよう 場合にその変更した後の進路と同一の進路を後
とする場合にその変 方から進行してくる自動車等の有無を特定後写
更した後の進路と同 鏡等を使用して適切に確認することができるこ
一の進路を後方から と。
進行してくる自動車
等を確認することが ２ 特定後写鏡等に気を奪われ、前方の安全確認
できること。 を怠らないこと。

⑶ 実施結果

項 目 判 定

道路交通法施行規則第23条１項の表の聴力の項第２号の基準

適 ・ 否
に達している（10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が
聞こえるものではないが、特定後写鏡等の条件を付すことによ
り安全な運転に支障を及ぼすおそれがない 。。）

⑷ 適性試験の聴力の項により免許証に付すべき条件
特定後写鏡等

⑸ 適性試験等の結果確認者
印運転免許試験場 係 ○

65 50 270 臨時適性検査関係簿 長期



別紙１（２の⑴のアの事項関係）

別記様式第28号の２（第23条関係）

（聴臨）第 － 号

年 月 日

臨 時 適 性 検 査 通 知 書

住所

殿

公安委員会 印□

第102条第５項
道路交通法 に規定する適性検査を下記のとおり実施いたしますの

第107条の４第１項

で通知します。

なお、この通知を受け、やむを得ない理由なく適性検査を受けない場合は、運転免許の

取消し
の処分を受けることとなります。

効力の停止

適性検査を行う理由 道路交通法施行令第37条の７第２項第１号に該当

適性検査を行う期日 年 月 日 午 時 分

適性検査を行う場所 運転免許試験場

その他必要な事項

備 考

注１ 運転免許を受けた方が、やむを得ない理由のため適性検査を受けなかったと認められ

る場合には、運転免許の取消し又は停止の処分を受けることはありません。

２ 不要な文字は、横線で消すこと。

３ 規格は、Ａ列４番縦長とする。





別紙２（２の⑶のア、２の⑷の事項関係）

臨 時 適 性 検 査 実 施 に あ た っ て
り ん じ て き せ い け ん さ じ っ し

（ 補聴器条件から特定後写鏡等への免許条件の変更 ）
ほちょうきじょうけん とくていこうしゃきょうなど めんきょじょうけん へんこう

あなたの運転免許に付されている 「補聴器」条 件から「特定後写鏡等」へ、
うんてんめんきょ ふ ほちょうき じょうけん とくていこうしゃきょうなど

の条 件を変更するためには これから実施する 適性検査 と 安全教育 を受、 「 」 「 」
じょうけん へんこう じっし てきせいけんさ あんぜんきょういく う

けなければなりません。

１ 適性検査実施にあたって、特に覚えていただきたい点
てきせいけんさじっし とく おぼ てん

○ 運転免許の条 件は
うんてんめんきょ じょうけん

補聴器（使用しない場合は特定後写鏡等で聴 覚 障 害 者 標 識を
ほちょうき しよう ばあい とくていこうしゃきょうなど ちょうかくしょうがいしゃひょうしき

付けた重被牽引車を牽引しない普通車に限る）
つ じゅうひけんいんしゃ けんいん ふつうしゃ かぎ

に変更となります。
へんこう

○ 補聴器をはずして運転できる 車 は
ほちょうき うんてん くるま

普通車、原動機付自転車及び小型特殊自動車
ふつうしゃ げんどうきつきじてんしゃおよ こがたとくしゅじどうしゃ

です。

また、普通車を運転する場合は、右の図に示す
ふつうしゃ うんてん ばあい みぎ ず しめ

聴 覚 障 害 者 標 識
ちょうかくしょうがいしゃひょうしき

を表示するとともに、特定後写鏡等（ワイドミラ
ひょうじ とくていこうしゃきょうなど

ーや補助ミラー）を設置しなければ運転することが
ほじょ せっち うんてん

（ ）できません。 聴 覚 障 害 者 標 識
ちょうかくしょうがいしゃひょうしき

標 識を表示しなければ免許条件違反となり
ひょうしき ひょうじ めんきょじょうけんいはん

・ 反 則 金 ７千円
はんそくきん せんえん

・ 違反点数 ２点
いはんてんすう てん

となります。

別紙２



○ 特定後写鏡等（ワイドミラー）の規格
とくていこうしゃきょうなど きかく

運転席から後面ガラスを通して後方を確認でき、運転席より後方の側面
うんてんせき こうめん とお こうほう かくにん うんてんせき こうほう そくめん

ガラスを通して斜め後方を確認できるものでなければなりません。
とお なな こうほう かくにん

○ 特定後写鏡等（補助ミラー）の規格
とくていこうしゃきょうなど ほじょ きかく

サイドミラーに取り付けて使用する補助ミラーは 運転席から運転席側補助、
と つ しよう ほじょ うんてんせき うんてんせきがわほじょ

ミラーで後方を確認でき、運転席の反対側の補助ミラーで斜め後方を確認
こうほう かくにん うんてんせき はんたいがわ ほじょ なな こうほう かくにん

できるものでなければなりません。

○ 運転できる普通車とは
うんてん ふつうしゃ

乗車定員10人以下 最大積載量2,000kg未満 車 両 総 重 量3,500kg未満、 、
じょうしゃていいん にん い か さいだいせきさいりょう みまん しゃりょうそうじゅうりょう みまん

の普通自動車であり、具体的には、ナンバープレートの分類番号が３、４、
ふつうじどうしゃ ぐたいてき ぶんるいばんごう

５又は７から始まる自動車です。
また はじ じどうしゃ

【例 示】

ここの数字が３、４、５又は７から
すうじ また

札幌 ３００ 始まる普通車。
はじ ふつうしゃ

１２-３４は

別紙２



別紙２

２ 適性検査実施要領
てきせいけんさじっしようりょう

これから、実際に普通乗用車を使って適性検査を実施します。
じっさい ふつうじょうようしゃ つか てきせいけんさ じっし

補聴器を使用せずに 行 います。
ほちょうき しよう おこな

○ 一 つ目の検査は
ひとつ め けんさ

後方から進行してくる自動車などの有無をワイドミラーを使用して適切に
こうほう しんこう じどうしゃ う む しよう てきせつ

確認することができるかを検査します。
かくにん けんさ

その際、ワイドミラーに気をうばわれ、前方の安全確認を 怠 らないよう
さい き ぜんぽう あんぜんかくにん おこた

注意してください。
ちゅうい

後ろから緊急自動車がサイレンを鳴らして近づいてきても、サイレンの音
うし きんきゅうじどうしゃ な ちか おと

が聞こえないため、緊急自動車の進行のじゃまをしてしまうおそれがありま
き きんきゅうじどうしゃ しんこう

す。

ワイドミラーを使って、後ろの交通の様子を確かめ、緊急自動車が近づい
つか うし こうつう ようす たし きんきゅうじどうしゃ ちか

てくることに早く気づきましょう。
はや き

気づいたときは、交差点の近くでは、交差点から離れて道路の左 側に寄っ
き こうさてん ちか こうさてん はな どうろ ひだりがわ よ

て一度止まり そのほかのところでは 道路の左 側に寄って緊急自動車に道、 、
いちど と どうろ ひだりがわ よ きんきゅうじどうしゃ みち

を譲りましょう。
ゆず

一方通行の道路で左 側に寄ると、かえって緊急自動車のじゃまになると
いっぽうつうこう どうろ ひだりがわ よ きんきゅうじどうしゃ

きは右側に寄ってください｡
みぎがわ よ



別紙２

○ 二つ目の検査は
ふ た つ め けんさ

下図に示したとおり、運転席と反対方向に進路変更を 行 う際、ワイド
か ず しめ うんてんせき はんたいほうこう しんろへんこう おこな さい

ミラーを使用して適切に進路変更ができるかを検査します。
しよう てきせつ しんろへんこう けんさ

この場合も、ワイドミラーに気をうばわれ、前方の安全確認を 怠 らない
ばあい き ぜんぽう あんぜんかくにん おこた

よう注意してください。
ちゅうい

進路を変えるときに 後ろの 車 が危険を感じて警音器を鳴らしても 警音器、 、
しんろ か うし くるま きけん かん けいおんき な けいおんき

の音が聞こえないため、そのまま進路を変えようとし続けてしまうおそれが
おと き しんろ か つづ

あります。

このため、ワイドミラーを使い、 後 ろや斜め後ろの交通の様子をよく確
つか うしろ なな うし こうつう ようす たし

かめて、余裕をもって進路を変えるようにしましょう。
よゆう しんろ か

適性検査は、これで終 了です。
てきせいけんさ しゅうりょう

適性検査に合格すると、次は安全教育に進みます。
てきせいけんさ ごうかく つぎ あんぜんきょういく すす



別紙２

３ 安全教育実施要領
あんぜんきょういくじっしようりょう

引き続き予測される危険場面での通行方法について、実際に 車 を使用して
ひき つづ よそく きけんばめん つうこうほうほう じっさい くるま しよう

行 います。
おこな

狭い道路から前進かバックで広い道路に出ようとする場合
せま ど う ろ ぜんしん ひろ ど う ろ で ば あ い

（補聴器を使用してもかまいません ）。
ほちょうき しよう

狭い道路から前進かバックで広い道路
せま どうろ ぜんしん ひろ どうろ

に出ようとしているときに、広い道路を
で ひろ どうろ

走っている自動車などが警音器を鳴らし
はし じどうしゃ けいおんき な

ても気づかず、前進かバックを続けてし
き ぜんしん つづ

まうおそれがあります。

このため、狭い道路から前進かバックをするときは、近づいてくる自動車など
せま どうろ ぜんしん ちか じどうしゃ

に注意しながら あなたの 車 がいることに気づいてもらえるように 少しずつ前進、 、
ちゅうい くるま き すこ ぜんしん

かバックをしましょう。

○ 車 を徐々に前進させ、右（ 左 ）側のパイロ
くるま じょじょ ぜんしん みぎ ひだり がわ

ンが見えたところで停止してください。
み ていし

○ 車 から降りて自分の 車 が進行しようとする
くるま お じぶん くるま しんこう

道路にどれだけ出ているか確認してください。
どうろ で かくにん

○ 前進・バックは、ゆっくり進んで他の 車 に
ぜんしん すす た くるま

自分の 車 の動きを確認させる運転に 心 がけて
じぶん くるま うご かくにん うんてん こころ

ください。

（次は補聴器を使用せずに 行 います ）。
つぎ ほちょうき しよう おこな

○ 後退したときに外輪差が 生 じることを体験す
こうたい がいりんさ しょう たいけん

るために、 車 の横にパイロンを置きますので、
くるま よこ お

接 触した抵抗や振動により接 触したことを
せっしょく ていこう しんどう せっしょく

体感してください。
たいかん

狭い道路から広い道路へのバックは、大変危険ですので可能な限り 行 わないよ
せま どうろ ひろ どうろ たいへんきけん かのう かぎ おこな

うにしましょう。
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「警笛鳴らせ」の標 識がある山地部の道路、見通しが悪い交差点
けいてき な ひょうしき さ ん ち ぶ ど う ろ み と お わる こ う さ てん

や曲がり角などを走る場合
ま かど はし ば あ い

（補聴器を使用してもかまいません ）。
ほちょうき しよう

警笛鳴らせ の標 識がある場所を通るときや 警笛区間 の標 識がある場所「 」 「 」
けいてき な ひょうしき ばしょ とお けいてきくかん ひょうしき ばしょ

で、見通しが悪い交差点、曲がり角、上り坂の頂 上を通るときには、向かって
みとお わる こうさてん ま かど のぼ ざか ちょうじょう とお む

くる 車 にあなたの 車 の存在を気づかせるため、 必 ず警音器を鳴らしましょう。
くるま くるま そんざい き かなら けいおんき な

また 「警笛鳴らせ」の標 識などがある場所では、向かってくる 車 に注意す、
けいてき な ひょうしき ばしょ む くるま ちゅうい

るとともに、すぐに止まることができるスピードで運転しましょう。
と うんてん

、 、 。次は 警音器の適切な吹鳴方法について 実際に警音器を鳴らしてもらいます
つぎ けいおんき てきせつ すいめいほうほう じっさい けいおんき な

（これは補聴器を使用せずに 行 います ）。
ほちょうき しよう おこな

左 の標 識が警笛鳴らせの標 識です。
ひだり ひょうしき けいてき な ひょうしき

この標 識が設置されている場所は、徐行し
ひょうしき せっち ばしょ じょこう

なければならない場所でもあります。
ばしょ

長い音と 短 い音を何回か、警音器を鳴らし（警 笛鳴らせ）
けいてきな なが おと みじか おと なんかい けいおんき な

てみてください。（警 笛 区間）
けいてきくかん

手などが触れて鳴り続けていることに気がつかずトラブルになる可能性があり
て ふ な つづ き かのうせい

ますので十 分 注 意してください。
じゅうぶんちゅうい
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（以後は補聴器を使用してもかまいません ）。
ほちょうき しよう

これからカーブを走行していただきます。走 行 中にパイロンが見えたら直ちに
そうこう そうこうちゅう み ただ

停止してください。パイロンは対向車両を想定しています。
ていし たいこうしゃりょう そうてい

正 面 衝 突の危険に対する備えが重大事故の防止には必要なことです。
しょうめんしょうとつ きけん たい そな じゅうだいじこ ぼうし ひつよう

車 の運転はこれで終 了します。
くるま うんてん しゅうりょう

続いて他に予測される危険場面での通行方法について説明しますので、先程の
つづ た よそく きけんばめん つうこうほうほう せつめい さきほど

教 室に戻ります。
きょうしつ もど
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踏切を通過しようとする場合
ふみ きり つう か ば あい

電車（列車）が近づいてくる音や警報機の音が聞こえないため、遮断機の点滅
でんしゃ れっしゃ ちか おと けいほうき おと き しゃだんき てんめつ

に注意しましょう。
ちゅうい

踏切では すぐ手前で一度止まり 遮断機が降りていなくても 左右の安全を確、 、 、
ふみきり てまえ いちど と しゃだんき お さゆう あんぜん たし

かめましょう。

○ 安全を確認する場合は 一方からの列車が通過しても その直後に反対の方向、 、
あんぜん かくにん ばあい いっぽう れっしゃ つうか ちょくご はんたい ほうこう

から列車が近づいてくることがありますので、十 分注意しましょう。
れっしゃ ちか じゅうぶんちゅうい

○ 前の 車 に続いて通過するときでも、一時停止をし、安全を確かめましょう。
まえ くるま つづ つうか いちじていし あんぜん たし

○ 踏切の向こう側が混雑しているため、そのまま進むと踏切内で動けなくなる
ふみきり む がわ こんざつ すす ふみきりない うご

おそれがありますので、踏切の向こう側の状 況もよく確かめましょう。
ふみきり む がわ じょうきょう たし

このほかにも交 通 状 況から電車（列車）が踏切に接近していることを知る
こうつうじょうきょう でんしゃ れっしゃ ふみきり せっきん し

方法があります。
ほうほう

例えば
たと

・ 他の 車 や歩行者などが踏切前で停止している。
た くるま ほこうしゃ ふみきりまえ ていし

・ 踏切を横 断 中の歩行者などが急ぎ足になる。
ふみきり おうだんちゅう ほこうしゃ いそ あし

などがあります。

、 。 。踏切は 死亡事故等の大きな事故が起こりがちです 十 分 注 意してください
ふみきり し ぼ う じ こ と う おお じ こ お じゅうぶんちゅうい
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見通しが悪い交差点を緊急自動車が通り過ぎようとしている場合
み と お わる こう さてん きんきゅうじどうしゃ とお す ば あ い

歩行者やほかの車 両などの周りの交通に注意を払い、緊急自動車が近づいて
ほこうしゃ しゃりょう まわ こうつう ちゅうい はら きんきゅうじどうしゃ ちか

きていることを知ったときは、よけるようにしましょう。
し

周囲の交 通 状 況から緊急自動車が交差点に接近していることを知る方法が
しゅうい こうつうじょうきょう きんきゅうじどうしゃ こうさてん せっきん し ほうほう

あります。

例えば
たと

・ 他の 車 が交差点などを避けて徐行又は一時停止している。
た くるま こうさてん さ じょこうまた いちじていし

・ 横 断 中の歩行者などが急ぎ足になったり、立ち止まったりしている。
おうだんちゅう ほこうしゃ いそ あし た ど

・ 立ち止まった歩行者などが、同じ方向を見ている。
た ど ほこうしゃ おな ほうこう み

などがあります。

、 。 。交差点は 事故が 最 も起こるところです 確実に安全確認を 行 ってください
こうさてん じ こ もっと お かくじつ あんぜんかくにん おこな
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以上で、条件変更の講 習は終 了しました。
いじょう じょうけんへんこう こうしゅう しゅうりょう

これから、補聴器を使用しないで運転する際、講 習で実施した想定場面以外で
ほちょうき しよう うんてん さい こうしゅう じっし そうていばめんいがい

不安を感じたり、危険と感じる場面がありましたら、運転免許試験場に相談して
ふあん かん きけん かん ばめん うんてんめんきょしけんじょう そうだん

ください。

大変お 疲 れ 様 でした。これからも安全運転でお 願 いします。
たいへん つか さま あんぜんうんてん ねが



別紙３（２の⑶のア、２の⑷の事項関係）

臨 時 適 性 検 査 実 施 に あ た っ て
り ん じ て き せ い け ん さ じ っ し

（ 補聴器条件から特定後写鏡等への免許条件の変更 ）
ほちょうきじょうけん とくていこうしゃきょうなど めんきょじょうけん へんこう

あなたの運転免許に付されている 「補聴器」条 件から「特定後写鏡等」へ、
うんてんめんきょ ふ ほちょうき じょうけん とくていこうしゃきょうなど

の条 件を変更するためには これから実施する 適性検査 と 安全教育 を受、 「 」 「 」
じょうけん へんこう じっし てきせいけんさ あんぜんきょういく う

けなければなりません。

１ 適性検査実施にあたって、特に覚えていただきたい点
てきせいけんさじっし とく おぼ てん

○ 運転免許の条 件は
うんてんめんきょ じょうけん

補聴器（使用しない場合は特定後写鏡等で聴 覚 障 害 者 標 識を付けた
ほちょうき しよう ばあい とくていこうしゃきょうなど ちょうかくしょうがいしゃひょうしき つ

（ ） （ ））重被牽引車を牽引しない準中型車 ５ｔ と普通車に限る 旅客車を除く
じゅうひけんいんしゃ けんいん ふつうしゃ かぎ

となります。

○ 補聴器をはずして運転できる 車 は
ほちょうき うんてん くるま

準 中 型車(５ｔ）、普通車、原動機付自転車
じゅん ちゅう がた しゃ ふ つう しゃ げんどうきつきじてんしゃ

及び小型特殊自動車です。
およ こがたとくしゅじどうしゃ

また、準 中型車（５ｔ）、普通車を運転する場合
じゅんちゅうがたしゃ ふ つうしゃ うんてん ばあい

は、右の図に示す
みぎ ず しめ

聴 覚 障 害 者 標 識
ちょうかくしょうがいしゃひょうしき

を表示するとともに、特定後写鏡等を設置しな
ひょうじ とくていこうしゃきょうなど せっち

（ ）ければ運転することができません。 聴 覚 障 害 者 標 識
うんてん ちょうかくしょうがいしゃひょうしき

標 識を表示しなければ免許条件違反となります。
ひょうしき ひょうじ めんきょじょうけんいはん

・ 反 則 金 ７千円
はんそくきん せんえん

・ 違反点数 ２点
いはんてんすう てん

となります。

別紙３



○ 特定後写鏡等（ワイドミラー）の規格
とくていこうしゃきょうなど きかく

運転席から後面ガラスを通して後方を確認でき、運転席より後方の側面
うんてんせき こうめん とお こうほう かくにん うんてんせき こうほう そくめん

ガラスを通して斜め後方を確認できるものでなければなりません。
とお なな こうほう かくにん

○ 特定後写鏡等（補助ミラー）の規格
とくていこうしゃきょうなど ほじょ きかく

サイドミラーに取り付けて使用する補助ミラーは 運転席から運転席側補助、
と つ しよう ほじょ うんてんせき うんてんせきがわほじょ

ミラーで後方を確認でき、運転席の反対側の補助ミラーで斜め後方を確認
こうほう かくにん うんてんせき はんたいがわ ほじょ なな こうほう かくにん

できるものでなければなりません。

○ 運転できる車両の条件
うんてん しゃりょう じょうけん

新普通車の条件
しん ふ つうしゃ じょうけん

乗車定員１０名 車両総重 量３．５トン 最大積載量２トン
じょうしゃていいん めい しゃりょうそうじゅうりょう さいだいせきさいりょう

旧普通車の条件（準 中型で運転できる準 中型車は５トンに限る）
きゅう ふ つうしゃ じょうけん じゅんちゅうがた うんてん じゅんちゅうがたしゃ かぎ

乗車定員１０名 車両総重 量５トン 最大積載量３トン
じょうしゃていいん めい しゃりょうそうじゅうりょう さいだいせきさいりょう

別紙３
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２ 適性検査実施要領
てきせいけんさじっしようりょう

これから、実際に普通乗用車を使って適性検査を実施します。
じっさい ふつうじょうようしゃ つか てきせいけんさ じっし

補聴器を使用せずに 行 います。
ほちょうき しよう おこな

○ 一 つ目の検査は
ひとつ め けんさ

後方から進行してくる自動車などの有無をワイドミラーを使用して適切に
こうほう しんこう じどうしゃ う む しよう てきせつ

確認することができるかを検査します。
かくにん けんさ

その際、ワイドミラーに気をうばわれ、前方の安全確認を 怠 らないよう
さい き ぜんぽう あんぜんかくにん おこた

注意してください。
ちゅうい

後ろから緊急自動車がサイレンを鳴らして近づいてきても、サイレンの音
うし きんきゅうじどうしゃ な ちか おと

が聞こえないため、緊急自動車の進行のじゃまをしてしまうおそれがありま
き きんきゅうじどうしゃ しんこう

す。

ワイドミラーを使って、後ろの交通の様子を確かめ、緊急自動車が近づい
つか うし こうつう ようす たし きんきゅうじどうしゃ ちか

てくることに早く気づきましょう。
はや き

気づいたときは、交差点の近くでは、交差点から離れて道路の左 側に寄っ
き こうさてん ちか こうさてん はな どうろ ひだりがわ よ

て一度止まり そのほかのところでは 道路の左 側に寄って緊急自動車に道、 、
いちど と どうろ ひだりがわ よ きんきゅうじどうしゃ みち

を譲りましょう。
ゆず

一方通行の道路で左 側に寄ると、かえって緊急自動車のじゃまになると
いっぽうつうこう どうろ ひだりがわ よ きんきゅうじどうしゃ

きは右側に寄ってください｡
みぎがわ よ



別紙３

○ 二つ目の検査は
ふ た つ め けんさ

下図に示したとおり、運転席と反対方向に進路変更を 行 う際、ワイド
か ず しめ うんてんせき はんたいほうこう しんろへんこう おこな さい

ミラーを使用して適切に進路変更ができるかを検査します。
しよう てきせつ しんろへんこう けんさ

この場合も、ワイドミラーに気をうばわれ、前方の安全確認を 怠 らない
ばあい き ぜんぽう あんぜんかくにん おこた

よう注意してください。
ちゅうい

進路を変えるときに 後ろの 車 が危険を感じて警音器を鳴らしても 警音器、 、
しんろ か うし くるま きけん かん けいおんき な けいおんき

の音が聞こえないため、そのまま進路を変えようとし続けてしまうおそれが
おと き しんろ か つづ

あります。

このため、ワイドミラーを使い、 後 ろや斜め後ろの交通の様子をよく確
つか うしろ なな うし こうつう ようす たし

かめて、余裕をもって進路を変えるようにしましょう。
よゆう しんろ か

適性検査は、これで終 了です。
てきせいけんさ しゅうりょう

適性検査に合格すると、次は安全教育に進みます。
てきせいけんさ ごうかく つぎ あんぜんきょういく すす
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３ 安全教育実施要領
あんぜんきょういくじっしようりょう

引き続き予測される危険場面での通行方法について、実際に 車 を使用して
ひき つづ よそく きけんばめん つうこうほうほう じっさい くるま しよう

行 います。
おこな

狭い道路から前進かバックで広い道路に出ようとする場合
せま ど う ろ ぜんしん ひろ ど う ろ で ば あ い

（補聴器を使用してもかまいません ）。
ほちょうき しよう

狭い道路から前進かバックで広い道路
せま どうろ ぜんしん ひろ どうろ

に出ようとしているときに、広い道路を
で ひろ どうろ

走っている自動車などが警音器を鳴らし
はし じどうしゃ けいおんき な

ても気づかず、前進かバックを続けてし
き ぜんしん つづ

まうおそれがあります。

このため、狭い道路から前進かバックをするときは、近づいてくる自動車など
せま どうろ ぜんしん ちか じどうしゃ

に注意しながら あなたの 車 がいることに気づいてもらえるように 少しずつ前進、 、
ちゅうい くるま き すこ ぜんしん

かバックをしましょう。

○ 車 を徐々に前進させ、右（ 左 ）側のパイロ
くるま じょじょ ぜんしん みぎ ひだり がわ

ンが見えたところで停止してください。
み ていし

○ 車 から降りて自分の 車 が進行しようとする
くるま お じぶん くるま しんこう

道路にどれだけ出ているか確認してください。
どうろ で かくにん

○ 前進・バックは、ゆっくり進んで他の 車 に
ぜんしん すす た くるま

自分の 車 の動きを確認させる運転に 心 がけて
じぶん くるま うご かくにん うんてん こころ

ください。

（次は補聴器を使用せずに 行 います ）。
つぎ ほちょうき しよう おこな

○ 後退したときに外輪差が 生 じることを体験す
こうたい がいりんさ しょう たいけん

るために、 車 の横にパイロンを置きますので、
くるま よこ お

接 触した抵抗や振動により接 触したことを
せっしょく ていこう しんどう せっしょく

体感してください。
たいかん

狭い道路から広い道路へのバックは、大変危険ですので可能な限り 行 わないよ
せま どうろ ひろ どうろ たいへんきけん かのう かぎ おこな

うにしましょう。
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「警笛鳴らせ」の標 識がある山地部の道路、見通しが悪い交差点
けいてき な ひょうしき さ ん ち ぶ ど う ろ み と お わる こ う さ てん

や曲がり角などを走る場合
ま かど はし ば あ い

（補聴器を使用してもかまいません ）。
ほちょうき しよう

警笛鳴らせ の標 識がある場所を通るときや 警笛区間 の標 識がある場所「 」 「 」
けいてき な ひょうしき ばしょ とお けいてきくかん ひょうしき ばしょ

で、見通しが悪い交差点、曲がり角、上り坂の頂 上を通るときには、向かって
みとお わる こうさてん ま かど のぼ ざか ちょうじょう とお む

くる 車 にあなたの 車 の存在を気づかせるため、 必 ず警音器を鳴らしましょう。
くるま くるま そんざい き かなら けいおんき な

また 「警笛鳴らせ」の標 識などがある場所では、向かってくる 車 に注意す、
けいてき な ひょうしき ばしょ む くるま ちゅうい

るとともに、すぐに止まることができるスピードで運転しましょう。
と うんてん

、 、 。次は 警音器の適切な吹鳴方法について 実際に警音器を鳴らしてもらいます
つぎ けいおんき てきせつ すいめいほうほう じっさい けいおんき な

（これは補聴器を使用せずに 行 います ）。
ほちょうき しよう おこな

左 の標 識が警笛鳴らせの標 識です。
ひだり ひょうしき けいてき な ひょうしき

この標 識が設置されている場所は、徐行し
ひょうしき せっち ばしょ じょこう

なければならない場所でもあります。
ばしょ

長い音と 短 い音を何回か、警音器を鳴らし（警 笛鳴らせ）
けいてきな なが おと みじか おと なんかい けいおんき な

てみてください。（警 笛 区間）
けいてきくかん

手などが触れて鳴り続けていることに気がつかずトラブルになる可能性があり
て ふ な つづ き かのうせい

ますので十 分 注 意してください。
じゅうぶんちゅうい
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（以後は補聴器を使用してもかまいません ）。
ほちょうき しよう

これからカーブを走行していただきます。走 行 中にパイロンが見えたら直ちに
そうこう そうこうちゅう み ただ

停止してください。パイロンは対向車両を想定しています。
ていし たいこうしゃりょう そうてい

正 面 衝 突の危険に対する備えが重大事故の防止には必要なことです。
しょうめんしょうとつ きけん たい そな じゅうだいじこ ぼうし ひつよう

車 の運転はこれで終 了します。
くるま うんてん しゅうりょう

続いて他に予測される危険場面での通行方法について説明しますので、先程の
つづ た よそく きけんばめん つうこうほうほう せつめい さきほど

教 室に戻ります。
きょうしつ もど
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踏切を通過しようとする場合
ふみ きり つう か ば あい

電車（列車）が近づいてくる音や警報機の音が聞こえないため、遮断機の点滅
でんしゃ れっしゃ ちか おと けいほうき おと き しゃだんき てんめつ

に注意しましょう。
ちゅうい

踏切では すぐ手前で一度止まり 遮断機が降りていなくても 左右の安全を確、 、 、
ふみきり てまえ いちど と しゃだんき お さゆう あんぜん たし

かめましょう。

○ 安全を確認する場合は 一方からの列車が通過しても その直後に反対の方向、 、
あんぜん かくにん ばあい いっぽう れっしゃ つうか ちょくご はんたい ほうこう

から列車が近づいてくることがありますので、十 分注意しましょう。
れっしゃ ちか じゅうぶんちゅうい

○ 前の 車 に続いて通過するときでも、一時停止をし、安全を確かめましょう。
まえ くるま つづ つうか いちじていし あんぜん たし

○ 踏切の向こう側が混雑しているため、そのまま進むと踏切内で動けなくなる
ふみきり む がわ こんざつ すす ふみきりない うご

おそれがありますので、踏切の向こう側の状 況もよく確かめましょう。
ふみきり む がわ じょうきょう たし

このほかにも交 通 状 況から電車（列車）が踏切に接近していることを知る
こうつうじょうきょう でんしゃ れっしゃ ふみきり せっきん し

方法があります。
ほうほう

例えば
たと

・ 他の 車 や歩行者などが踏切前で停止している。
た くるま ほこうしゃ ふみきりまえ ていし

・ 踏切を横 断 中の歩行者などが急ぎ足になる。
ふみきり おうだんちゅう ほこうしゃ いそ あし

などがあります。

、 。 。踏切は 死亡事故等の大きな事故が起こりがちです 十 分 注 意してください
ふみきり し ぼ う じ こ と う おお じ こ お じゅうぶんちゅうい
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見通しが悪い交差点を緊急自動車が通り過ぎようとしている場合
み と お わる こう さてん きんきゅうじどうしゃ とお す ば あ い

歩行者やほかの車 両などの周りの交通に注意を払い、緊急自動車が近づいて
ほこうしゃ しゃりょう まわ こうつう ちゅうい はら きんきゅうじどうしゃ ちか

きていることを知ったときは、よけるようにしましょう。
し

周囲の交 通 状 況から緊急自動車が交差点に接近していることを知る方法が
しゅうい こうつうじょうきょう きんきゅうじどうしゃ こうさてん せっきん し ほうほう

あります。

例えば
たと

・ 他の 車 が交差点などを避けて徐行又は一時停止している。
た くるま こうさてん さ じょこうまた いちじていし

・ 横 断 中の歩行者などが急ぎ足になったり、立ち止まったりしている。
おうだんちゅう ほこうしゃ いそ あし た ど

・ 立ち止まった歩行者などが、同じ方向を見ている。
た ど ほこうしゃ おな ほうこう み

などがあります。

、 。 。交差点は 事故が 最 も起こるところです 確実に安全確認を 行 ってください
こうさてん じ こ もっと お かくじつ あんぜんかくにん おこな
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以上で、条件変更の講 習は終 了しました。
いじょう じょうけんへんこう こうしゅう しゅうりょう

これから、補聴器を使用しないで運転する際、講 習で実施した想定場面以外で
ほちょうき しよう うんてん さい こうしゅう じっし そうていばめんいがい

不安を感じたり、危険と感じる場面がありましたら、運転免許試験場に相談して
ふあん かん きけん かん ばめん うんてんめんきょしけんじょう そうだん

ください。

大変お 疲 れ 様 でした。これからも安全運転でお 願 いします。
たいへん つか さま あんぜんうんてん ねが



別紙４（２の⑶のア、２の⑷の事項関係）

臨 時 適 性 検 査 実 施 に あ た っ て
り ん じ て き せ い け ん さ じ っ し

（ 補聴器条件から特定後写鏡等への免許条件の変更 ）
ほちょうきじょうけん とくていこうしゃきょうなど めんきょじょうけん へんこう

あなたの運転免許に付されている 「補聴器」条 件から「特定後写鏡等」へ、
うんてんめんきょ ふ ほちょうき じょうけん とくていこうしゃきょうなど

の条 件を変更するためには これから実施する 適性検査 と 安全教育 を受、 「 」 「 」
じょうけん へんこう じっし てきせいけんさ あんぜんきょういく う

けなければなりません。

１ 適性検査実施にあたって、特に覚えていただきたい点
てきせいけんさじっし とく おぼ てん

○ 運転免許の条 件は
うんてんめんきょ じょうけん

補聴器（使用しない場合は特定後写鏡等で聴 覚 障 害 者 標 識を付けた
ほちょうき しよう ばあい とくていこうしゃきょうなど ちょうかくしょうがいしゃひょうしき つ

重被牽引車を牽引しない準中型車と普通車に限る（旅客車を除く ）とな）
じゅうひけんいんしゃ けんいん ふつうしゃ かぎ

ります。

○ 補聴器をはずして運転できる 車 は
ほちょうき うんてん くるま

準 中 型 車 、 普 通 車 、 原動機付自転車
じゅん ちゅう がた しゃ ふ つう しゃ げんどうきつきじてんしゃ

及び小型特殊自動車です。
およ こがたとくしゅじどうしゃ

また、準 中 型車、普通車を運転する場合
じゅん ちゅう がた しゃ ふ つう しゃ うんてん ばあい

は、右の図に示す
みぎ ず しめ

聴 覚 障 害 者 標 識
ちょうかくしょうがいしゃひょうしき

を表示するとともに、特定後写鏡等を設置しな
ひょうじ とくていこうしゃきょうなど せっち

（ ）ければ運転すること ができません。 聴 覚 障 害 者 標 識
うんてん ちょうかくしょうがいしゃひょうしき

標 識を表示しなければ免許条件違反となります。
ひょうしき ひょうじ めんきょじょうけんいはん

・ 反 則 金 ７千円
はんそくきん せんえん

・ 違反点数 ２点
いはんてんすう てん

となります。

別紙４



○ 特定後写鏡等（ワイドミラー）の規格
とくていこうしゃきょうなど きかく

運転席から後面ガラスを通して後方を確認でき、運転席より後方の側面
うんてんせき こうめん とお こうほう かくにん うんてんせき こうほう そくめん

ガラスを通して斜め後方を確認できるものでなければなりません。
とお なな こうほう かくにん

○ 特定後写鏡等（補助ミラー）の規格
とくていこうしゃきょうなど ほじょ きかく

サイドミラーに取り付けて使用する補助ミラーは 運転席から運転席側補助、
と つ しよう ほじょ うんてんせき うんてんせきがわほじょ

ミラーで後方を確認でき、運転席の反対側の補助ミラーで斜め後方を確認
こうほう かくにん うんてんせき はんたいがわ ほじょ なな こうほう かくにん

できるものでなければなりません。

○ 運転できる車両の条件
うんてん しゃりょう じょうけん

新普通車の条件
しん ふ つうしゃ じょうけん

乗車定員１０名 車両総重 量３．５トン 最大積載量２トン
じょうしゃていいん めい しゃりょうそうじゅうりょう さいだいせきさいりょう

旧普通車の条件（準 中型で運転できる準 中型車は５トンに限る）
きゅう ふ つうしゃ じょうけん じゅんちゅうがた うんてん じゅんちゅうがたしゃ かぎ

乗車定員１０名 車両総重 量５トン 最大積載量３トン
じょうしゃていいん めい しゃりょうそうじゅうりょう さいだいせきさいりょう

準 中型車の条件
じゅんちゅうがたしゃ じょうけん

乗車定員１０名 車両総重 量７．５トン 最大積載量４．５トン
じょうしゃていいん めい しゃりょうそうじゅうりょう さいだいせきさいりょう

別紙４
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２ 適性検査実施要領
てきせいけんさじっしようりょう

これから、実際に準 中 型 車を使って適性検査を実施します。
じっさい じゅんちゅうがたしゃ つか てきせいけんさ じっし

補聴器を使用せずに 行 います。
ほちょうき しよう おこな

○ 一 つ目の検査は
ひとつ め けんさ

後方から進行してくる自動車などの有無をワイドミラーを使用して適切に
こうほう しんこう じどうしゃ う む しよう てきせつ

確認することができるかを検査します。
かくにん けんさ

その際、ワイドミラーに気をうばわれ、前方の安全確認を 怠 らないよう
さい き ぜんぽう あんぜんかくにん おこた

注意してください。
ちゅうい

後ろから緊急自動車がサイレンを鳴らして近づいてきても、サイレンの音
うし きんきゅうじどうしゃ な ちか おと

が聞こえないため、緊急自動車の進行のじゃまをしてしまうおそれがありま
き きんきゅうじどうしゃ しんこう

す。

ワイドミラーを使って、後ろの交通の様子を確かめ、緊急自動車が近づい
つか うし こうつう ようす たし きんきゅうじどうしゃ ちか

てくることに早く気づきましょう。
はや き

気づいたときは、交差点の近くでは、交差点から離れて道路の左 側に寄っ
き こうさてん ちか こうさてん はな どうろ ひだりがわ よ

て一度止まり そのほかのところでは 道路の左 側に寄って緊急自動車に道、 、
いちど と どうろ ひだりがわ よ きんきゅうじどうしゃ みち

を譲りましょう。
ゆず

一方通行の道路で左 側に寄ると、かえって緊急自動車のじゃまになると
いっぽうつうこう どうろ ひだりがわ よ きんきゅうじどうしゃ

きは右側に寄ってください｡
みぎがわ よ
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○ 二つ目の検査は
ふ た つ め けんさ

下図に示したとおり、運転席と反対方向に進路変更を 行 う際、ワイド
か ず しめ うんてんせき はんたいほうこう しんろへんこう おこな さい

ミラーを使用して適切に進路変更ができるかを検査します。
しよう てきせつ しんろへんこう けんさ

この場合も、ワイドミラーに気をうばわれ、前方の安全確認を 怠 らない
ばあい き ぜんぽう あんぜんかくにん おこた

よう注意してください。
ちゅうい

進路を変えるときに 後ろの 車 が危険を感じて警音器を鳴らしても 警音器、 、
しんろ か うし くるま きけん かん けいおんき な けいおんき

の音が聞こえないため、そのまま進路を変えようとし続けてしまうおそれが
おと き しんろ か つづ

あります。

このため、ワイドミラーを使い、 後 ろや斜め後ろの交通の様子をよく確
つか うしろ なな うし こうつう ようす たし

かめて、余裕をもって進路を変えるようにしましょう。
よゆう しんろ か

適性検査は、これで終 了です。
てきせいけんさ しゅうりょう

適性検査に合格すると、次は安全教育に進みます。
てきせいけんさ ごうかく つぎ あんぜんきょういく すす
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３ 安全教育実施要領
あんぜんきょういくじっしようりょう

引き続き予測される危険場面での通行方法について、実際に 車 を使用して
ひき つづ よそく きけんばめん つうこうほうほう じっさい くるま しよう

行 います。
おこな

狭い道路から前進かバックで広い道路に出ようとする場合
せま ど う ろ ぜんしん ひろ ど う ろ で ば あ い

（補聴器を使用してもかまいません ）。
ほちょうき しよう

狭い道路から前進かバックで広い道路
せま どうろ ぜんしん ひろ どうろ

に出ようとしているときに、広い道路を
で ひろ どうろ

走っている自動車などが警音器を鳴らし
はし じどうしゃ けいおんき な

ても気づかず、前進かバックを続けてし
き ぜんしん つづ

まうおそれがあります。

このため、狭い道路から前進かバックをするときは、近づいてくる自動車など
せま どうろ ぜんしん ちか じどうしゃ

に注意しながら あなたの 車 がいることに気づいてもらえるように 少しずつ前進、 、
ちゅうい くるま き すこ ぜんしん

かバックをしましょう。

○ 車 を徐々に前進させ、右（ 左 ）側のパイロ
くるま じょじょ ぜんしん みぎ ひだり がわ

ンが見えたところで停止してください。
み ていし

○ 車 から降りて自分の 車 が進行しようとする
くるま お じぶん くるま しんこう

道路にどれだけ出ているか確認してください。
どうろ で かくにん

○ 前進・バックは、ゆっくり進んで他の 車 に
ぜんしん すす た くるま

自分の 車 の動きを確認させる運転に 心 がけて
じぶん くるま うご かくにん うんてん こころ

ください。

（次は補聴器を使用せずに 行 います ）。
つぎ ほちょうき しよう おこな

○ 後退したときに外輪差が 生 じることを体験す
こうたい がいりんさ しょう たいけん

るために、 車 の横にパイロンを置きますので、
くるま よこ お

接 触した抵抗や振動により接 触したことを
せっしょく ていこう しんどう せっしょく

体感してください。
たいかん

狭い道路から広い道路へのバックは、大変危険ですので可能な限り 行 わないよ
せま どうろ ひろ どうろ たいへんきけん かのう かぎ おこな

うにしましょう。
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「警笛鳴らせ」の標 識がある山地部の道路、見通しが悪い交差点
けいてき な ひょうしき さ ん ち ぶ ど う ろ み と お わる こ う さ てん

や曲がり角などを走る場合
ま かど はし ば あ い

（補聴器を使用してもかまいません ）。
ほちょうき しよう

警笛鳴らせ の標 識がある場所を通るときや 警笛区間 の標 識がある場所「 」 「 」
けいてき な ひょうしき ばしょ とお けいてきくかん ひょうしき ばしょ

で、見通しが悪い交差点、曲がり角、上り坂の頂 上を通るときには、向かって
みとお わる こうさてん ま かど のぼ ざか ちょうじょう とお む

くる 車 にあなたの 車 の存在を気づかせるため、 必 ず警音器を鳴らしましょう。
くるま くるま そんざい き かなら けいおんき な

また 「警笛鳴らせ」の標 識などがある場所では、向かってくる 車 に注意す、
けいてき な ひょうしき ばしょ む くるま ちゅうい

るとともに、すぐに止まることができるスピードで運転しましょう。
と うんてん

、 、 。次は 警音器の適切な吹鳴方法について 実際に警音器を鳴らしてもらいます
つぎ けいおんき てきせつ すいめいほうほう じっさい けいおんき な

（これは補聴器を使用せずに 行 います ）。
ほちょうき しよう おこな

左 の標 識が警笛鳴らせの標 識です。
ひだり ひょうしき けいてき な ひょうしき

この標 識が設置されている場所は、徐行し
ひょうしき せっち ばしょ じょこう

なければならない場所でもあります。
ばしょ

長い音と 短 い音を何回か、警音器を鳴らし（警 笛鳴らせ）
けいてきな なが おと みじか おと なんかい けいおんき な

てみてください。（警 笛 区間）
けいてきくかん

手などが触れて鳴り続けていることに気がつかずトラブルになる可能性があり
て ふ な つづ き かのうせい

ますので十 分 注 意してください。
じゅうぶんちゅうい
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（以後は補聴器を使用してもかまいません ）。
ほちょうき しよう

これからカーブを走行していただきます。走 行 中にパイロンが見えたら直ちに
そうこう そうこうちゅう み ただ

停止してください。パイロンは対向車両を想定しています。
ていし たいこうしゃりょう そうてい

正 面 衝 突の危険に対する備えが重大事故の防止には必要なことです。
しょうめんしょうとつ きけん たい そな じゅうだいじこ ぼうし ひつよう

車 の運転はこれで終 了します。
くるま うんてん しゅうりょう

続いて他に予測される危険場面での通行方法について説明しますので、先程の
つづ た よそく きけんばめん つうこうほうほう せつめい さきほど

教 室に戻ります。
きょうしつ もど
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踏切を通過しようとする場合
ふみ きり つう か ば あい

電車（列車）が近づいてくる音や警報機の音が聞こえないため、遮断機の点滅
でんしゃ れっしゃ ちか おと けいほうき おと き しゃだんき てんめつ

に注意しましょう。
ちゅうい

踏切では すぐ手前で一度止まり 遮断機が降りていなくても 左右の安全を確、 、 、
ふみきり てまえ いちど と しゃだんき お さゆう あんぜん たし

かめましょう。

○ 安全を確認する場合は 一方からの列車が通過しても その直後に反対の方向、 、
あんぜん かくにん ばあい いっぽう れっしゃ つうか ちょくご はんたい ほうこう

から列車が近づいてくることがありますので、十 分注意しましょう。
れっしゃ ちか じゅうぶんちゅうい

○ 前の 車 に続いて通過するときでも、一時停止をし、安全を確かめましょう。
まえ くるま つづ つうか いちじていし あんぜん たし

○ 踏切の向こう側が混雑しているため、そのまま進むと踏切内で動けなくなる
ふみきり む がわ こんざつ すす ふみきりない うご

おそれがありますので、踏切の向こう側の状 況もよく確かめましょう。
ふみきり む がわ じょうきょう たし

このほかにも交 通 状 況から電車（列車）が踏切に接近していることを知る
こうつうじょうきょう でんしゃ れっしゃ ふみきり せっきん し

方法があります。
ほうほう

例えば
たと

・ 他の 車 や歩行者などが踏切前で停止している。
た くるま ほこうしゃ ふみきりまえ ていし

・ 踏切を横 断 中の歩行者などが急ぎ足になる。
ふみきり おうだんちゅう ほこうしゃ いそ あし

などがあります。

、 。 。踏切は 死亡事故等の大きな事故が起こりがちです 十 分 注 意してください
ふみきり し ぼ う じ こ と う おお じ こ お じゅうぶんちゅうい
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見通しが悪い交差点を緊急自動車が通り過ぎようとしている場合
み と お わる こう さてん きんきゅうじどうしゃ とお す ば あ い

歩行者やほかの車 両などの周りの交通に注意を払い、緊急自動車が近づいて
ほこうしゃ しゃりょう まわ こうつう ちゅうい はら きんきゅうじどうしゃ ちか

きていることを知ったときは、よけるようにしましょう。
し

周囲の交 通 状 況から緊急自動車が交差点に接近していることを知る方法が
しゅうい こうつうじょうきょう きんきゅうじどうしゃ こうさてん せっきん し ほうほう

あります。

例えば
たと

・ 他の 車 が交差点などを避けて徐行又は一時停止している。
た くるま こうさてん さ じょこうまた いちじていし

・ 横 断 中の歩行者などが急ぎ足になったり、立ち止まったりしている。
おうだんちゅう ほこうしゃ いそ あし た ど

・ 立ち止まった歩行者などが、同じ方向を見ている。
た ど ほこうしゃ おな ほうこう み

などがあります。

、 。 。交差点は 事故が 最 も起こるところです 確実に安全確認を 行 ってください
こうさてん じ こ もっと お かくじつ あんぜんかくにん おこな
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以上で、条件変更の講 習は終 了しました。
いじょう じょうけんへんこう こうしゅう しゅうりょう

これから、補聴器を使用しないで運転する際、講 習で実施した想定場面以外で
ほちょうき しよう うんてん さい こうしゅう じっし そうていばめんいがい

不安を感じたり、危険と感じる場面がありましたら、運転免許試験場に相談して
ふあん かん きけん かん ばめん うんてんめんきょしけんじょう そうだん

ください。

大変お 疲 れ 様 でした。これからも安全運転でお 願 いします。
たいへん つか さま あんぜんうんてん ねが



別紙５（２の⑶のア、２の⑷、３の⑵のエの事項関係）

臨 時 適 性 検 査 実 施 に あ た っ て
り ん じ て き せ い け ん さ じ っ し

（特定後写鏡等の条件設定)
とくていこうしゃきょうなど じょうけんせってい

「特定後写鏡等」の条 件にするためには、これから実施する「適性検査」と
とくていこうしゃきょうなど じょうけん じっし てきせいけんさ

「安全教育」を受けなければなりません。
あんぜんきょういく う

１ 適性検査実施にあたって、特に覚えていただきたい点
てきせいけんさじっし とく おぼ てん

○ 運転免許の条 件は
うんてんめんきょ じょうけん

特定後写鏡等
とくていこうしゃきょうなど

となります。

○ 運転できる 車 は
うんてん くるま

普通車、原動機付自転車及び小型特殊自動車
ふつうしゃ げんどうきつきじてんしゃおよ こがたとくしゅじどうしゃ

です。

また、普通車を運転する場合は、右の図に示す
ふつうしゃ うんてん ばあい みぎ ず しめ

聴 覚 障 害 者 標 識
ちょうかくしょうがいしゃひょうしき

を表示するとともに、特定後写鏡等（ワイドミラ
ひょうじ とくていこうしゃきょうなど

ーや補助ミラー）を設置しなければ運転することが
ほじょ せっち うんてん

（ ）できません。 聴 覚 障 害 者 標 識
ちょうかくしょうがいしゃひょうしき

標 識を表示しなければ聴覚障害者標識表示義務違反となり
ひょうしき ひょうじ ちょうかくしょうがいしゃひょうしきひょうじぎむいはん

・ 反 則 金 ４千円
はんそくきん せ ん え ん

・ 違反点数 １点
いはんてんすう てん

となります。

別紙５



○ 特定後写鏡等（ワイドミラー）の規格
とくていこうしゃきょうなど きかく

運転席から後面ガラスを通して後方を確認でき、運転席より後方の側面
うんてんせき こうめん とお こうほう かくにん うんてんせき こうほう そくめん

ガラスを通して斜め後方を確認できるものでなければなりません。
とお なな こうほう かくにん

○ 特定後写鏡等（補助ミラー）の規格
とくていこうしゃきょうなど ほじょ きかく

サイドミラーに取り付けて使用する補助ミラーは 運転席から運転席側補助、
と つ しよう ほじょ うんてんせき うんてんせきがわほじょ

ミラーで後方を確認でき、運転席の反対側の補助ミラーで斜め後方を確認
こうほう かくにん うんてんせき はんたいがわ ほじょ なな こうほう かくにん

できるものでなければなりません。

○ 運転できる普通車とは
うんてん ふつうしゃ

乗車定員10人以下 最大積載量2,000kg未満 車 両 総 重 量3,500kg未満、 、
じょうしゃていいん にん い か さいだいせきさいりょう みまん しゃりょうそうじゅうりょう みまん

の普通自動車であり、具体的には、ナンバープレートの分類番号が３、４、
ふつうじどうしゃ ぐたいてき ぶんるいばんごう

５又は７から始まる自動車です。
また はじ じどうしゃ

【例 示】

ここの数字が３、４、５又は７から
すうじ また

札幌 ３００ 始まる普通車。
はじ ふつうしゃ

１２-３４は

別紙５
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２ 適性検査実施要領
てきせいけんさじっしようりょう

これから、実際に普通乗用車を使って適性検査を実施します。
じっさい ふつうじょうようしゃ つか てきせいけんさ じっし

補聴器を使用せずに 行 います。
ほちょうき しよう おこな

○ 一 つ目の検査は
ひとつ め けんさ

後方から進行してくる自動車などの有無をワイドミラーを使用して適切に
こうほう しんこう じどうしゃ う む しよう てきせつ

確認することができるかを検査します。
かくにん けんさ

その際、ワイドミラーに気をうばわれ、前方の安全確認を 怠 らないよう
さい き ぜんぽう あんぜんかくにん おこた

注意してください。
ちゅうい

後ろから緊急自動車がサイレンを鳴らして近づいてきても、サイレンの音
うし きんきゅうじどうしゃ な ちか おと

が聞こえないため、緊急自動車の進行のじゃまをしてしまうおそれがありま
き きんきゅうじどうしゃ しんこう

す。

ワイドミラーを使って、後ろの交通の様子を確かめ、緊急自動車が近づい
つか うし こうつう ようす たし きんきゅうじどうしゃ ちか

てくることに早く気づきましょう。
はや き

気づいたときは、交差点の近くでは、交差点から離れて道路の左 側に寄っ
き こうさてん ちか こうさてん はな どうろ ひだりがわ よ

て一度止まり そのほかのところでは 道路の左 側に寄って緊急自動車に道、 、
いちど と どうろ ひだりがわ よ きんきゅうじどうしゃ みち

を譲りましょう。
ゆず

一方通行の道路で左 側に寄ると、かえって緊急自動車のじゃまになると
いっぽうつうこう どうろ ひだりがわ よ きんきゅうじどうしゃ

きは右側に寄ってください｡
みぎがわ よ
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○ 二つ目の検査は
ふ た つ め けんさ

下図に示したとおり、運転席と反対方向に進路変更を 行 う際、ワイド
か ず しめ うんてんせき はんたいほうこう しんろへんこう おこな さい

ミラーを使用して適切に進路変更ができるかを検査します。
しよう てきせつ しんろへんこう けんさ

この場合も、ワイドミラーに気をうばわれ、前方の安全確認を 怠 らない
ばあい き ぜんぽう あんぜんかくにん おこた

よう注意してください。
ちゅうい

進路を変えるときに 後ろの 車 が危険を感じて警音器を鳴らしても 警音器、 、
しんろ か うし くるま きけん かん けいおんき な けいおんき

の音が聞こえないため、そのまま進路を変えようとし続けてしまうおそれが
おと き しんろ か つづ

あります。

このため、ワイドミラーを使い、 後 ろや斜め後ろの交通の様子をよく確
つか うしろ なな うし こうつう ようす たし

かめて、余裕をもって進路を変えるようにしましょう。
よゆう しんろ か

適性検査は、これで終 了です。
てきせいけんさ しゅうりょう

適性検査に合格すると、次は安全教育に進みます。
てきせいけんさ ごうかく つぎ あんぜんきょういく すす
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３ 安全教育実施要領
あんぜんきょういくじっしようりょう

引き続き予測される危険場面での通行方法について、実際に 車 を使用して
ひき つづ よそく きけんばめん つうこうほうほう じっさい くるま しよう

行 います。
おこな

狭い道路から前進かバックで広い道路に出ようとする場合
せま ど う ろ ぜんしん ひろ ど う ろ で ば あ い

（補聴器を使用してもかまいません ）。
ほちょうき しよう

狭い道路から前進かバックで広い道路
せま どうろ ぜんしん ひろ どうろ

に出ようとしているときに、広い道路を
で ひろ どうろ

走っている自動車などが警音器を鳴らし
はし じどうしゃ けいおんき な

ても気づかず、前進かバックを続けてし
き ぜんしん つづ

まうおそれがあります。

このため、狭い道路から前進かバックをするときは、近づいてくる自動車など
せま どうろ ぜんしん ちか じどうしゃ

に注意しながら あなたの 車 がいることに気づいてもらえるように 少しずつ前進、 、
ちゅうい くるま き すこ ぜんしん

かバックをしましょう。

○ 車 を徐々に前進させ、右（ 左 ）側のパイロ
くるま じょじょ ぜんしん みぎ ひだり がわ

ンが見えたところで停止してください。
み ていし

○ 車 から降りて自分の 車 が進行しようとする
くるま お じぶん くるま しんこう

道路にどれだけ出ているか確認してください。
どうろ で かくにん

○ 前進・バックは、ゆっくり進んで他の 車 に
ぜんしん すす た くるま

自分の 車 の動きを確認させる運転に 心 がけて
じぶん くるま うご かくにん うんてん こころ

ください。

（次は補聴器を使用せずに 行 います ）。
つぎ ほちょうき しよう おこな

○ 後退したときに外輪差が 生 じることを体験す
こうたい がいりんさ しょう たいけん

るために、 車 の横にパイロンを置きますので、
くるま よこ お

接 触した抵抗や振動により接 触したことを
せっしょく ていこう しんどう せっしょく

体感してください。
たいかん

狭い道路から広い道路へのバックは、大変危険ですので可能な限り 行 わないよ
せま どうろ ひろ どうろ たいへんきけん かのう かぎ おこな

うにしましょう。
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「警笛鳴らせ」の標 識がある山地部の道路、見通しが悪い交差点
けいてき な ひょうしき さ ん ち ぶ ど う ろ み と お わる こ う さ てん

や曲がり角などを走る場合
ま かど はし ば あ い

（補聴器を使用してもかまいません ）。
ほちょうき しよう

警笛鳴らせ の標 識がある場所を通るときや 警笛区間 の標 識がある場所「 」 「 」
けいてき な ひょうしき ばしょ とお けいてきくかん ひょうしき ばしょ

で、見通しが悪い交差点、曲がり角、上り坂の頂 上を通るときには、向かって
みとお わる こうさてん ま かど のぼ ざか ちょうじょう とお む

くる 車 にあなたの 車 の存在を気づかせるため、 必 ず警音器を鳴らしましょう。
くるま くるま そんざい き かなら けいおんき な

また 「警笛鳴らせ」の標 識などがある場所では、向かってくる 車 に注意す、
けいてき な ひょうしき ばしょ む くるま ちゅうい

るとともに、すぐに止まることができるスピードで運転しましょう。
と うんてん

、 、 。次は 警音器の適切な吹鳴方法について 実際に警音器を鳴らしてもらいます
つぎ けいおんき てきせつ すいめいほうほう じっさい けいおんき な

（これは補聴器を使用せずに 行 います ）。
ほちょうき しよう おこな

左 の標 識が警笛鳴らせの標 識です。
ひだり ひょうしき けいてき な ひょうしき

この標 識が設置されている場所は、徐行し
ひょうしき せっち ばしょ じょこう

なければならない場所でもあります。
ばしょ

長い音と 短 い音を何回か、警音器を鳴らし（警 笛鳴らせ）
けいてきな なが おと みじか おと なんかい けいおんき な

てみてください。（警 笛 区間）
けいてきくかん

手などが触れて鳴り続けていることに気がつかずトラブルになる可能性があり
て ふ な つづ き かのうせい

ますので十 分 注 意してください。
じゅうぶんちゅうい
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（以後は補聴器を使用してもかまいません ）。
ほちょうき しよう

これからカーブを走行していただきます。走 行 中にパイロンが見えたら直ちに
そうこう そうこうちゅう み ただ

停止してください。パイロンは対向車両を想定しています。
ていし たいこうしゃりょう そうてい

正 面 衝 突の危険に対する備えが重大事故の防止には必要なことです。
しょうめんしょうとつ きけん たい そな じゅうだいじこ ぼうし ひつよう

車 の運転はこれで終 了します。
くるま うんてん しゅうりょう

続いて他に予測される危険場面での通行方法について説明しますので、先程の
つづ た よそく きけんばめん つうこうほうほう せつめい さきほど

教 室に戻ります。
きょうしつ もど
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踏切を通過しようとする場合
ふみ きり つう か ば あい

電車（列車）が近づいてくる音や警報機の音が聞こえないため、遮断機の点滅
でんしゃ れっしゃ ちか おと けいほうき おと き しゃだんき てんめつ

に注意しましょう。
ちゅうい

踏切では すぐ手前で一度止まり 遮断機が降りていなくても 左右の安全を確、 、 、
ふみきり てまえ いちど と しゃだんき お さゆう あんぜん たし

かめましょう。

○ 安全を確認する場合は 一方からの列車が通過しても その直後に反対の方向、 、
あんぜん かくにん ばあい いっぽう れっしゃ つうか ちょくご はんたい ほうこう

から列車が近づいてくることがありますので、十 分注意しましょう。
れっしゃ ちか じゅうぶんちゅうい

○ 前の 車 に続いて通過するときでも、一時停止をし、安全を確かめましょう。
まえ くるま つづ つうか いちじていし あんぜん たし

○ 踏切の向こう側が混雑しているため、そのまま進むと踏切内で動けなくなる
ふみきり む がわ こんざつ すす ふみきりない うご

おそれがありますので、踏切の向こう側の状 況もよく確かめましょう。
ふみきり む がわ じょうきょう たし

このほかにも交 通 状 況から電車（列車）が踏切に接近していることを知る
こうつうじょうきょう でんしゃ れっしゃ ふみきり せっきん し

方法があります。
ほうほう

例えば
たと

・ 他の 車 や歩行者などが踏切前で停止している。
た くるま ほこうしゃ ふみきりまえ ていし

・ 踏切を横 断 中の歩行者などが急ぎ足になる。
ふみきり おうだんちゅう ほこうしゃ いそ あし

などがあります。

、 。 。踏切は 死亡事故等の大きな事故が起こりがちです 十 分 注 意してください
ふみきり し ぼ う じ こ と う おお じ こ お じゅうぶんちゅうい
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見通しが悪い交差点を緊急自動車が通り過ぎようとしている場合
み と お わる こう さてん きんきゅうじどうしゃ とお す ば あ い

歩行者やほかの車 両などの周りの交通に注意を払い、緊急自動車が近づいて
ほこうしゃ しゃりょう まわ こうつう ちゅうい はら きんきゅうじどうしゃ ちか

きていることを知ったときは、よけるようにしましょう。
し

周囲の交 通 状 況から緊急自動車が交差点に接近していることを知る方法が
しゅうい こうつうじょうきょう きんきゅうじどうしゃ こうさてん せっきん し ほうほう

あります。

例えば
たと

・ 他の 車 が交差点などを避けて徐行又は一時停止している。
た くるま こうさてん さ じょこうまた いちじていし

・ 横 断 中の歩行者などが急ぎ足になったり、立ち止まったりしている。
おうだんちゅう ほこうしゃ いそ あし た ど

・ 立ち止まった歩行者などが、同じ方向を見ている。
た ど ほこうしゃ おな ほうこう み

などがあります。

、 。 。交差点は 事故が 最 も起こるところです 確実に安全確認を 行 ってください
こうさてん じ こ もっと お かくじつ あんぜんかくにん おこな
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以上で、条件変更の講 習は終 了しました。
いじょう じょうけんへんこう こうしゅう しゅうりょう

これから、補聴器を使用しないで運転する際、講 習で実施した想定場面以外で
ほちょうき しよう うんてん さい こうしゅう じっし そうていばめんいがい

不安を感じたり、危険と感じる場面がありましたら、運転免許試験場に相談して
ふあん かん きけん かん ばめん うんてんめんきょしけんじょう そうだん

ください。

大変お 疲 れ 様 でした。これからも安全運転でお 願 いします。
たいへん つか さま あんぜんうんてん ねが



別紙６（２の⑶のア、２の⑷、３の⑵のエの事項関係）

臨 時 適 性 検 査 実 施 に あ た っ て
り ん じ て き せ い け ん さ じ っ し

（特定後写鏡等の条件設定)
とくていこうしゃきょうなど じょうけんせってい

「特定後写鏡等」の条 件にするためには、これから実施する「適性検査」と
とくていこうしゃきょうなど じょうけん じっし てきせいけんさ

「安全教育」を受けなければなりません。
あんぜんきょういく う

１ 適性検査実施にあたって、特に覚えていただきたい点
てきせいけんさじっし とく おぼ てん

○ 運転免許の条 件は
うんてんめんきょ じょうけん

特定後写鏡
とくていこうしゃきょう

となります。

○ 運転できる 車 は
うんてん くるま

準 中 型車（５ｔ）、普通車、原動機付自転車
じゅんちゅうがた しゃ ふ つう しゃ げんどうきつきじてんしゃ

及び小型特殊自動車です。
およ こがたとくしゅじどうしゃ

です。

また、準 中型車（５ｔ 、普通車を運転する場合）
じゅんちゅうがたしゃ ふ つうしゃ うんてん ばあい

は、右の図に示す
みぎ ず しめ

聴 覚 障 害 者 標 識
ちょうかくしょうがいしゃひょうしき

を表示するとともに、特定後写鏡等を設置しな
ひょうじ とくていこうしゃきょうなど せっち

ければ運転することができません。
うんてん

（ ）聴 覚 障 害 者 標 識
ちょうかくしょうがいしゃひょうしき

標 識を表示しなければ免許条件違反となります。
ひょうしき ひょうじ めんきょじょうけんいはん

・ 反 則 金 ７千円
はんそくきん せんえん

・ 違反点数 ２点
いはんてんすう てん

となります。

別紙６



○ 特定後写鏡等（ワイドミラー）の規格
とくていこうしゃきょうなど きかく

運転席から後面ガラスを通して後方を確認でき、運転席より後方の側面
うんてんせき こうめん とお こうほう かくにん うんてんせき こうほう そくめん

ガラスを通して斜め後方を確認できるものでなければなりません。
とお なな こうほう かくにん

○ 特定後写鏡等（補助ミラー）の規格
とくていこうしゃきょうなど ほじょ きかく

サイドミラーに取り付けて使用する補助ミラーは 運転席から運転席側補助、
と つ しよう ほじょ うんてんせき うんてんせきがわほじょ

ミラーで後方を確認でき、運転席の反対側の補助ミラーで斜め後方を確認
こうほう かくにん うんてんせき はんたいがわ ほじょ なな こうほう かくにん

できるものでなければなりません。

○ 運転できる車両の条件
うんてん しゃりょう じょうけん

新普通車の条件
しん ふ つうしゃ じょうけん

乗車定員１０名 車両総重 量３．５トン 最大積載量２トン
じょうしゃていいん めい しゃりょうそうじゅうりょう さいだいせきさいりょう

旧普通車の条件（準 中型で運転できる準 中型車は５トンに限る）
きゅう ふ つうしゃ じょうけん じゅんちゅうがた うんてん じゅんちゅうがたしゃ かぎ

乗車定員１０名 車両総重 量５トン 最大積載量３トン
じょうしゃていいん めい しゃりょうそうじゅうりょう さいだいせきさいりょう

別紙６
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２ 適性検査実施要領
てきせいけんさじっしようりょう

これから、実際に普通乗用車を使って適性検査を実施します。
じっさい ふつうじょうようしゃ つか てきせいけんさ じっし

○ 一 つ目の検査は
ひとつ め けんさ

後方から進行してくる自動車などの有無をワイドミラーを使用して適切に
こうほう しんこう じどうしゃ う む しよう てきせつ

確認することができるかを検査します。
かくにん けんさ

その際、ワイドミラーに気をうばわれ、前方の安全確認を 怠 らないよう
さい き ぜんぽう あんぜんかくにん おこた

注意してください。
ちゅうい

後ろから緊急自動車がサイレンを鳴らして近づいてきても、サイレンの音
うし きんきゅうじどうしゃ な ちか おと

が聞こえないため、緊急自動車の進行のじゃまをしてしまうおそれがありま
き きんきゅうじどうしゃ しんこう

す。

ワイドミラーを使って、後ろの交通の様子を確かめ、緊急自動車が近づい
つか うし こうつう ようす たし きんきゅうじどうしゃ ちか

てくることに早く気づきましょう。
はや き

気づいたときは、交差点の近くでは、交差点から離れて道路の左 側に寄っ
き こうさてん ちか こうさてん はな どうろ ひだりがわ よ

て一度止まり そのほかのところでは 道路の左 側に寄って緊急自動車に道、 、
いちど と どうろ ひだりがわ よ きんきゅうじどうしゃ みち

を譲りましょう。
ゆず

一方通行の道路で左 側に寄ると、かえって緊急自動車のじゃまになると
いっぽうつうこう どうろ ひだりがわ よ きんきゅうじどうしゃ

きは右側に寄ってください｡
みぎがわ よ
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○ 二つ目の検査は
ふ た つ め けんさ

下図に示したとおり、運転席と反対方向に進路変更を 行 う際、ワイド
か ず しめ うんてんせき はんたいほうこう しんろへんこう おこな さい

ミラーを使用して適切に進路変更ができるかを検査します。
しよう てきせつ しんろへんこう けんさ

この場合も、ワイドミラーに気をうばわれ、前方の安全確認を 怠 らない
ばあい き ぜんぽう あんぜんかくにん おこた

よう注意してください。
ちゅうい

進路を変えるときに 後ろの 車 が危険を感じて警音器を鳴らしても 警音器、 、
しんろ か うし くるま きけん かん けいおんき な けいおんき

の音が聞こえないため、そのまま進路を変えようとし続けてしまうおそれが
おと き しんろ か つづ

あります。

このため、ワイドミラーを使い、 後 ろや斜め後ろの交通の様子をよく確
つか うしろ なな うし こうつう ようす たし

かめて、余裕をもって進路を変えるようにしましょう。
よゆう しんろ か

適性検査は、これで終 了です。
てきせいけんさ しゅうりょう

適性検査に合格すると、次は安全教育に進みます。
てきせいけんさ ごうかく つぎ あんぜんきょういく すす
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３ 安全教育実施要領
あんぜんきょういくじっしようりょう

引き続き予測される危険場面での通行方法について、実際に 車 を使用して
ひき つづ よそく きけんばめん つうこうほうほう じっさい くるま しよう

行 います。
おこな

狭い道路から前進かバックで広い道路に出ようとする場合
せま ど う ろ ぜんしん ひろ ど う ろ で ば あ い

狭い道路から前進かバックで広い道路
せま どうろ ぜんしん ひろ どうろ

に出ようとしているときに、広い道路を
で ひろ どうろ

走っている自動車などが警音器を鳴らし
はし じどうしゃ けいおんき な

ても気づかず、前進かバックを続けてし
き ぜんしん つづ

まうおそれがあります。

このため、狭い道路から前進かバックをするときは、近づいてくる自動車など
せま どうろ ぜんしん ちか じどうしゃ

に注意しながら あなたの 車 がいることに気づいてもらえるように 少しずつ前進、 、
ちゅうい くるま き すこ ぜんしん

かバックをしましょう。

○ 車 を徐々に前進させ、右（ 左 ）側のパイロ
くるま じょじょ ぜんしん みぎ ひだり がわ

ンが見えたところで停止してください。
み ていし

○ 車 から降りて自分の 車 が進行しようとする
くるま お じぶん くるま しんこう

道路にどれだけ出ているか確認してください。
どうろ で かくにん

○ 前進・バックは、ゆっくり進んで他の 車 に
ぜんしん すす た くるま

自分の 車 の動きを確認させる運転に 心 がけて
じぶん くるま うご かくにん うんてん こころ

ください。

○ 後退したときに外輪差が 生 じることを体験す
こうたい がいりんさ しょう たいけん

るために、 車 の横にパイロンを置きますので、
くるま よこ お

接 触した抵抗や振動により接 触したことを
せっしょく ていこう しんどう せっしょく

体感してください。
たいかん

狭い道路から広い道路へのバックは、大変危険ですので可能な限り 行 わないよ
せま どうろ ひろ どうろ たいへんきけん かのう かぎ おこな

うにしましょう。
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「警笛鳴らせ」の標 識がある山地部の道路、見通しが悪い交差点
けいてき な ひょうしき さ ん ち ぶ ど う ろ み と お わる こ う さ てん

や曲がり角などを走る場合
ま かど はし ば あ い

警笛鳴らせ の標 識がある場所を通るときや 警笛区間 の標 識がある場所「 」 「 」
けいてき な ひょうしき ばしょ とお けいてきくかん ひょうしき ばしょ

で、見通しが悪い交差点、曲がり角、上り坂の頂 上を通るときには、向かって
みとお わる こうさてん ま かど のぼ ざか ちょうじょう とお む

くる 車 にあなたの 車 の存在を気づかせるため、 必 ず警音器を鳴らしましょう。
くるま くるま そんざい き かなら けいおんき な

また 「警笛鳴らせ」の標 識などがある場所では、向かってくる 車 に注意す、
けいてき な ひょうしき ばしょ む くるま ちゅうい

るとともに、すぐに止まることができるスピードで運転しましょう。
と うんてん

、 、 。次は 警音器の適切な吹鳴方法について 実際に警音器を鳴らしてもらいます
つぎ けいおんき てきせつ すいめいほうほう じっさい けいおんき な

左 の標 識が警笛鳴らせの標 識です。
ひだり ひょうしき けいてき な ひょうしき

この標 識が設置されている場所は、徐行し
ひょうしき せっち ばしょ じょこう

なければならない場所でもあります。
ばしょ

長い音と 短 い音を何回か、警音器を鳴らし（警 笛鳴らせ）
けいてきな なが おと みじか おと なんかい けいおんき な

てみてください。（警 笛 区 間）
けいてきくかん

手などが触れて鳴り続けていることに気がつかずトラブルになる可能性があり
て ふ な つづ き かのうせい

ますので十 分 注 意してください。
じゅうぶんちゅうい
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これからカーブを走行していただきます。走 行 中にパイロンが見えたら直ちに
そうこう そうこうちゅう み ただ

停止してください。パイロンは対向車両を想定しています。
ていし たいこうしゃりょう そうてい

正 面 衝 突の危険に対する備えが重大事故の防止には必要なことです。
しょうめんしょうとつ きけん たい そな じゅうだいじこ ぼうし ひつよう

車 の運転はこれで終 了します。
くるま うんてん しゅうりょう

続いて他に予測される危険場面での通行方法について説明しますので、先程の
つづ た よそく きけんばめん つうこうほうほう せつめい さきほど

教 室に戻ります。
きょうしつ もど
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踏切を通過しようとする場合
ふみ きり つう か ば あい

電車（列車）が近づいてくる音や警報機の音が聞こえないため、遮断機の点滅
でんしゃ れっしゃ ちか おと けいほうき おと き しゃだんき てんめつ

に注意しましょう。
ちゅうい

踏切では すぐ手前で一度止まり 遮断機が降りていなくても 左右の安全を確、 、 、
ふみきり てまえ いちど と しゃだんき お さゆう あんぜん たし

かめましょう。

○ 安全を確認する場合は 一方からの列車が通過しても その直後に反対の方向、 、
あんぜん かくにん ばあい いっぽう れっしゃ つうか ちょくご はんたい ほうこう

から列車が近づいてくることがありますので、十 分注意しましょう。
れっしゃ ちか じゅうぶんちゅうい

○ 前の 車 に続いて通過するときでも、一時停止をし、安全を確かめましょう。
まえ くるま つづ つうか いちじていし あんぜん たし

○ 踏切の向こう側が混雑しているため、そのまま進むと踏切内で動けなくなる
ふみきり む がわ こんざつ すす ふみきりない うご

おそれがありますので、踏切の向こう側の状 況もよく確かめましょう。
ふみきり む がわ じょうきょう たし

このほかにも交 通 状 況から電車（列車）が踏切に接近していることを知る
こうつうじょうきょう でんしゃ れっしゃ ふみきり せっきん し

方法があります。
ほうほう

例えば
たと

・ 他の 車 や歩行者などが踏切前で停止している。
た くるま ほこうしゃ ふみきりまえ ていし

・ 踏切を横 断 中の歩行者などが急ぎ足になる。
ふみきり おうだんちゅう ほこうしゃ いそ あし

などがあります。

、 。 。踏切は 死亡事故等の大きな事故が起こりがちです 十 分 注 意してください
ふみきり し ぼ う じ こ と う おお じ こ お じゅうぶんちゅうい
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見通しが悪い交差点を緊急自動車が通り過ぎようとしている場合
み と お わる こう さてん きんきゅうじどうしゃ とお す ば あ い

歩行者やほかの車 両などの周りの交通に注意を払い、緊急自動車が近づいて
ほこうしゃ しゃりょう まわ こうつう ちゅうい はら きんきゅうじどうしゃ ちか

きていることを知ったときは、よけるようにしましょう。
し

周囲の交 通 状 況から緊急自動車が交差点に接近していることを知る方法が
しゅうい こうつうじょうきょう きんきゅうじどうしゃ こうさてん せっきん し ほうほう

あります。

例えば
たと

・ 他の 車 が交差点などを避けて徐行又は一時停止している。
た くるま こうさてん さ じょこうまた いちじていし

・ 横 断 中の歩行者などが急ぎ足になったり、立ち止まったりしている。
おうだんちゅう ほこうしゃ いそ あし た ど

・ 立ち止まった歩行者などが、同じ方向を見ている。
た ど ほこうしゃ おな ほうこう み

などがあります。

、 。 。交差点は 事故が 最 も起こるところです 確実に安全確認を 行 ってください
こうさてん じ こ もっと お かくじつ あんぜんかくにん おこな
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以上で、条件設定の講 習は終 了しました。
いじょう じょうけんせってい こうしゅう しゅうりょう

これから運転する際、講 習で実施した想定場面以外で不安を感じたり、危険と
うんてん さい こうしゅう じっし そうていばめんいがい ふあん かん きけん

感じる場面がありましたら、運転免許試験場に相談してください。
かん ばめん うんてんめんきょしけんじょう そうだん

大変お 疲 れ 様 でした。これからも安全運転でお 願 いします。
たいへん つか さま あんぜんうんてん ねが



別紙７（２の⑶のア、２の⑷、３の⑵のエの事項関係）

臨 時 適 性 検 査 実 施 に あ た っ て
り ん じ て き せ い け ん さ じ っ し

（特定後写鏡等の条件設定)
とくていこうしゃきょうなど じょうけんせってい

「特定後写鏡等」の条 件にするためには、これから実施する「適性検査」と
とくていこうしゃきょうなど じょうけん じっし てきせいけんさ

「安全教育」を受けなければなりません。
あんぜんきょういく う

１ 適性検査実施にあたって、特に覚えていただきたい点
てきせいけんさじっし とく おぼ てん

○ 運転免許の条 件は
うんてんめんきょ じょうけん

特定後写鏡等
とくていこうしゃきょうなど

となります。

○ 運転できる 車 は
うんてん くるま

準 中 型 車 、 普 通 車 、 原動機付自転車
じゅん ちゅう がた しゃ ふ つう しゃ げんどうきつきじてんしゃ

及び小型特殊自動車です。
およ こがたとくしゅじどうしゃ

です。

また、準 中型車、普通車を運転する場合は、右
じゅんちゅうがたしゃ ふ つうしゃ うんてん ばあい みぎ

の図に示す
ず しめ

聴 覚 障 害 者 標 識
ちょうかくしょうがいしゃひょうしき

を表示するとともに、特定後写鏡等を設置しな
ひょうじ とくていこうしゃきょうなど せっち

ければ運転することができません。
うんてん

（ ）聴 覚 障 害 者 標 識
ちょうかくしょうがいしゃひょうしき

標 識を表示しなければ免許条件違反となります。
ひょうしき ひょうじ めんきょじょうけんいはん

・ 反 則 金 ７千円
はんそくきん せんえん

・ 違反点数 ２点
いはんてんすう てん

となります。
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○ 特定後写鏡等（ワイドミラー）の規格
とくていこうしゃきょうなど きかく

運転席から後面ガラスを通して後方を確認でき、運転席より後方の側面
うんてんせき こうめん とお こうほう かくにん うんてんせき こうほう そくめん

ガラスを通して斜め後方を確認できるものでなければなりません。
とお なな こうほう かくにん

○ 特定後写鏡等（補助ミラー）の規格
とくていこうしゃきょうなど ほじょ きかく

サイドミラーに取り付けて使用する補助ミラーは 運転席から運転席側補助、
と つ しよう ほじょ うんてんせき うんてんせきがわほじょ

ミラーで後方を確認でき、運転席の反対側の補助ミラーで斜め後方を確認
こうほう かくにん うんてんせき はんたいがわ ほじょ なな こうほう かくにん

できるものでなければなりません。

○ 運転できる車両の条件
うんてん しゃりょう じょうけん

新普通車の条件
しん ふ つうしゃ じょうけん

乗車定員１０名 車両総重 量３．５トン 最大積載量２トン
じょうしゃていいん めい しゃりょうそうじゅうりょう さいだいせきさいりょう

旧普通車の条件（準 中型で運転できる準 中型車は５トンに限る）
きゅう ふ つうしゃ じょうけん じゅんちゅうがた うんてん じゅんちゅうがたしゃ かぎ

乗車定員１０名 車両総重 量５トン 最大積載量３トン
じょうしゃていいん めい しゃりょうそうじゅうりょう さいだいせきさいりょう

準 中型車の条件
じゅんちゅうがたしゃ じょうけん

乗車定員１０名 車両総重 量７．５トン 最大積載量４．５トン
じょうしゃていいん めい しゃりょうそうじゅうりょう さいだいせきさいりょう

別紙7



別紙7

２ 適性検査実施要領
てきせいけんさじっしようりょう

これから、実際に準 中 型 車を使って適性検査を実施します。
じっさい じゅんちゅうがたしゃ つか てきせいけんさ じっし

○ 一 つ目の検査は
ひとつ め けんさ

後方から進行してくる自動車などの有無をワイドミラーを使用して適切に
こうほう しんこう じどうしゃ う む しよう てきせつ

確認することができるかを検査します。
かくにん けんさ

その際、ワイドミラーに気をうばわれ、前方の安全確認を 怠 らないよう
さい き ぜんぽう あんぜんかくにん おこた

注意してください。
ちゅうい

後ろから緊急自動車がサイレンを鳴らして近づいてきても、サイレンの音
うし きんきゅうじどうしゃ な ちか おと

が聞こえないため、緊急自動車の進行のじゃまをしてしまうおそれがありま
き きんきゅうじどうしゃ しんこう

す。

ワイドミラーを使って、後ろの交通の様子を確かめ、緊急自動車が近づい
つか うし こうつう ようす たし きんきゅうじどうしゃ ちか

てくることに早く気づきましょう。
はや き

気づいたときは、交差点の近くでは、交差点から離れて道路の左 側に寄っ
き こうさてん ちか こうさてん はな どうろ ひだりがわ よ

て一度止まり そのほかのところでは 道路の左 側に寄って緊急自動車に道、 、
いちど と どうろ ひだりがわ よ きんきゅうじどうしゃ みち

を譲りましょう。
ゆず

一方通行の道路で左 側に寄ると、かえって緊急自動車のじゃまになると
いっぽうつうこう どうろ ひだりがわ よ きんきゅうじどうしゃ

きは右側に寄ってください｡
みぎがわ よ
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○ 二つ目の検査は
ふ た つ め けんさ

下図に示したとおり、運転席と反対方向に進路変更を 行 う際、ワイド
か ず しめ うんてんせき はんたいほうこう しんろへんこう おこな さい

ミラーを使用して適切に進路変更ができるかを検査します。
しよう てきせつ しんろへんこう けんさ

この場合も、ワイドミラーに気をうばわれ、前方の安全確認を 怠 らない
ばあい き ぜんぽう あんぜんかくにん おこた

よう注意してください。
ちゅうい

進路を変えるときに 後ろの 車 が危険を感じて警音器を鳴らしても 警音器、 、
しんろ か うし くるま きけん かん けいおんき な けいおんき

の音が聞こえないため、そのまま進路を変えようとし続けてしまうおそれが
おと き しんろ か つづ

あります。

このため、ワイドミラーを使い、 後 ろや斜め後ろの交通の様子をよく確
つか うしろ なな うし こうつう ようす たし

かめて、余裕をもって進路を変えるようにしましょう。
よゆう しんろ か

適性検査は、これで終 了です。
てきせいけんさ しゅうりょう

適性検査に合格すると、次は安全教育に進みます。
てきせいけんさ ごうかく つぎ あんぜんきょういく すす
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３ 安全教育実施要領
あんぜんきょういくじっしようりょう

引き続き予測される危険場面での通行方法について、実際に 車 を使用して
ひき つづ よそく きけんばめん つうこうほうほう じっさい くるま しよう

行 います。
おこな

狭い道路から前進かバックで広い道路に出ようとする場合
せま ど う ろ ぜんしん ひろ ど う ろ で ば あ い

狭い道路から前進かバックで広い道路
せま どうろ ぜんしん ひろ どうろ

に出ようとしているときに、広い道路を
で ひろ どうろ

走っている自動車などが警音器を鳴らし
はし じどうしゃ けいおんき な

ても気づかず、前進かバックを続けてし
き ぜんしん つづ

まうおそれがあります。

このため、狭い道路から前進かバックをするときは、近づいてくる自動車など
せま どうろ ぜんしん ちか じどうしゃ

に注意しながら あなたの 車 がいることに気づいてもらえるように 少しずつ前進、 、
ちゅうい くるま き すこ ぜんしん

かバックをしましょう。

○ 車 を徐々に前進させ、右（ 左 ）側のパイロ
くるま じょじょ ぜんしん みぎ ひだり がわ

ンが見えたところで停止してください。
み ていし

○ 車 から降りて自分の 車 が進行しようとする
くるま お じぶん くるま しんこう

道路にどれだけ出ているか確認してください。
どうろ で かくにん

○ 前進・バックは、ゆっくり進んで他の 車 に
ぜんしん すす た くるま

自分の 車 の動きを確認させる運転に 心 がけて
じぶん くるま うご かくにん うんてん こころ

ください。

○ 後退したときに外輪差が 生 じることを体験す
こうたい がいりんさ しょう たいけん

るために、 車 の横にパイロンを置きますので、
くるま よこ お

接 触した抵抗や振動により接 触したことを
せっしょく ていこう しんどう せっしょく

体感してください。
たいかん

狭い道路から広い道路へのバックは、大変危険ですので可能な限り 行 わないよ
せま どうろ ひろ どうろ たいへんきけん かのう かぎ おこな

うにしましょう。
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「警笛鳴らせ」の標 識がある山地部の道路、見通しが悪い交差点
けいてき な ひょうしき さ ん ち ぶ ど う ろ み と お わる こ う さ てん

や曲がり角などを走る場合
ま かど はし ば あ い

警笛鳴らせ の標 識がある場所を通るときや 警笛区間 の標 識がある場所「 」 「 」
けいてき な ひょうしき ばしょ とお けいてきくかん ひょうしき ばしょ

で、見通しが悪い交差点、曲がり角、上り坂の頂 上を通るときには、向かって
みとお わる こうさてん ま かど のぼ ざか ちょうじょう とお む

くる 車 にあなたの 車 の存在を気づかせるため、 必 ず警音器を鳴らしましょう。
くるま くるま そんざい き かなら けいおんき な

また 「警笛鳴らせ」の標 識などがある場所では、向かってくる 車 に注意す、
けいてき な ひょうしき ばしょ む くるま ちゅうい

るとともに、すぐに止まることができるスピードで運転しましょう。
と うんてん

、 、 。次は 警音器の適切な吹鳴方法について 実際に警音器を鳴らしてもらいます
つぎ けいおんき てきせつ すいめいほうほう じっさい けいおんき な

左 の標 識が警笛鳴らせの標 識です。
ひだり ひょうしき けいてき な ひょうしき

この標 識が設置されている場所は、徐行し
ひょうしき せっち ばしょ じょこう

なければならない場所でもあります。
ばしょ

長い音と 短 い音を何回か、警音器を鳴らし（警 笛鳴らせ）
けいてきな なが おと みじか おと なんかい けいおんき な

てみてください。（警 笛 区 間）
けいてきくかん

手などが触れて鳴り続けていることに気がつかずトラブルになる可能性があり
て ふ な つづ き かのうせい

ますので十 分 注 意してください。
じゅうぶんちゅうい
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これからカーブを走行していただきます。走 行 中にパイロンが見えたら直ちに
そうこう そうこうちゅう み ただ

停止してください。パイロンは対向車両を想定しています。
ていし たいこうしゃりょう そうてい

正 面 衝 突の危険に対する備えが重大事故の防止には必要なことです。
しょうめんしょうとつ きけん たい そな じゅうだいじこ ぼうし ひつよう

車 の運転はこれで終 了します。
くるま うんてん しゅうりょう

続いて他に予測される危険場面での通行方法について説明しますので、先程の
つづ た よそく きけんばめん つうこうほうほう せつめい さきほど

教 室に戻ります。
きょうしつ もど
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踏切を通過しようとする場合
ふみ きり つう か ば あい

電車（列車）が近づいてくる音や警報機の音が聞こえないため、遮断機の点滅
でんしゃ れっしゃ ちか おと けいほうき おと き しゃだんき てんめつ

に注意しましょう。
ちゅうい

踏切では すぐ手前で一度止まり 遮断機が降りていなくても 左右の安全を確、 、 、
ふみきり てまえ いちど と しゃだんき お さゆう あんぜん たし

かめましょう。

○ 安全を確認する場合は 一方からの列車が通過しても その直後に反対の方向、 、
あんぜん かくにん ばあい いっぽう れっしゃ つうか ちょくご はんたい ほうこう

から列車が近づいてくることがありますので、十 分注意しましょう。
れっしゃ ちか じゅうぶんちゅうい

○ 前の 車 に続いて通過するときでも、一時停止をし、安全を確かめましょう。
まえ くるま つづ つうか いちじていし あんぜん たし

○ 踏切の向こう側が混雑しているため、そのまま進むと踏切内で動けなくなる
ふみきり む がわ こんざつ すす ふみきりない うご

おそれがありますので、踏切の向こう側の状 況もよく確かめましょう。
ふみきり む がわ じょうきょう たし

このほかにも交 通 状 況から電車（列車）が踏切に接近していることを知る
こうつうじょうきょう でんしゃ れっしゃ ふみきり せっきん し

方法があります。
ほうほう

例えば
たと

・ 他の 車 や歩行者などが踏切前で停止している。
た くるま ほこうしゃ ふみきりまえ ていし

・ 踏切を横 断 中の歩行者などが急ぎ足になる。
ふみきり おうだんちゅう ほこうしゃ いそ あし

などがあります。

、 。 。踏切は 死亡事故等の大きな事故が起こりがちです 十 分 注 意してください
ふみきり し ぼ う じ こ と う おお じ こ お じゅうぶんちゅうい
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見通しが悪い交差点を緊急自動車が通り過ぎようとしている場合
み と お わる こう さてん きんきゅうじどうしゃ とお す ば あ い

歩行者やほかの車 両などの周りの交通に注意を払い、緊急自動車が近づいて
ほこうしゃ しゃりょう まわ こうつう ちゅうい はら きんきゅうじどうしゃ ちか

きていることを知ったときは、よけるようにしましょう。
し

周囲の交 通 状 況から緊急自動車が交差点に接近していることを知る方法が
しゅうい こうつうじょうきょう きんきゅうじどうしゃ こうさてん せっきん し ほうほう

あります。

例えば
たと

・ 他の 車 が交差点などを避けて徐行又は一時停止している。
た くるま こうさてん さ じょこうまた いちじていし

・ 横 断 中の歩行者などが急ぎ足になったり、立ち止まったりしている。
おうだんちゅう ほこうしゃ いそ あし た ど

・ 立ち止まった歩行者などが、同じ方向を見ている。
た ど ほこうしゃ おな ほうこう み

などがあります。

、 。 。交差点は 事故が 最 も起こるところです 確実に安全確認を 行 ってください
こうさてん じ こ もっと お かくじつ あんぜんかくにん おこな
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以上で、条件設定の講 習は終 了しました。
いじょう じょうけんせってい こうしゅう しゅうりょう

これから運転する際、講 習で実施した想定場面以外で不安を感じたり、危険と
うんてん さい こうしゅう じっし そうていばめんいがい ふあん かん きけん

感じる場面がありましたら、運転免許試験場に相談してください。
かん ばめん うんてんめんきょしけんじょう そうだん

大変お 疲 れ 様 でした。これからも安全運転でお 願 いします。
たいへん つか さま あんぜんうんてん ねが


